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序論

　恐らく、現代で最も影響力があって説得的な私有財産正当化論はロック流の私有財産

論です。そこで私はここでは、ロック流の私有財産論の生みの親であるジョン・ロック

その人にまで遡って、ロックの私有財産論について考えてみたいと思います。具体的に

はロックの私有財産論を解釈し批判的に検討します。まず、そもそもロックの私有財産

論とはいかなるものなのか、ロックは正確に何と言っているのか、を明らかにする必要

があります。これが解釈です。同時に、正しく解釈された時にロックの議論が妥当する

のか、どの程度にまで妥当するのか、どこでどう妥当しないのかも明らかにしたいと思

います。これが批判的検討です。ロックの私有財産論の解釈と批判的検討を通して私な

りの私有財産論を出すことができれば、望外の喜びです。

　ロックの私有財産論は、私有財産の歴史的起源を説明するというよりは、私有財産の

正当化を試みるものです。つまり、私有財産がいかにして正当でありうるかを説明しよ

うとします。私有財産を説明するのに私有財産を前提したのでは説明になりませんの

で、ロックの理論は、私有財産がなかった状態からいかにして私有財産が生まれえたか

を説明しようとします。したがって、ロックの私有財産論は、私有財産成立（ないしは

発生）の根拠を説明するものです。

　以下ではまず第１にロックの私有財産論の概要を紹介し、次に第２節でロックの私有

財産論に見いだされる主な問題点を指摘します。その後で、第１章から第３章でそれら

問題点のいくつかについて解決を試みます。そして最後に、第１章から第３章の議論を

通して浮かび上がってくるロックの私有財産論をもう一度まとめて、全体の結論としま

す。

第１節　ロックの私有財産論の概要

　ロックの私有財産論は２つの段階に分けて考えることができます。第１段階は私有財

産成立の基礎理論であり、以下の３つの原則にまとめることができます。

１、私有財産成立の原則

　人が労働を加えた物はその人の私有財産になる（27節４～７行）1。
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２、私有財産成立の付帯条件

　「他人にも十分なだけ同様な質の物が残されている限り」（27節12～13行）2。

３、私有財産の範囲条件

　腐らせずに利用できる範囲内で（31節７～９行）。

この考え方は、人々が共有の山林に入って、果実、山菜、薪などを取ってきて私的に利

用する場合を考えると、非常に説得的です。つまり、果実や山菜を採る、薪を拾い集め

ることなどが労働であり、この労働が費やされた物（果実、山菜、薪など）が労働を費

やした人の物になるというわけです。このことの意味は、例えばＡさんが蜜柑の木から

蜜柑を採った場合、その蜜柑はＡさんの物であり、他の人例えばＢさんはその蜜柑に対

して権利をもたないということです（27節９～12行）。私有財産成立の付帯条件は、例

えばＡさんがすべての蜜柑を独り占めして他の人の取り分まで侵害することを禁じたも

のと言えます。また私有財産の範囲条件は、資源を無駄にすること（不必要な私有）を

禁じたものと言えます。例えばＡさんが採ってきた蜜柑を食べずに腐らせてしまった場

合、Ａさんは自分の取り分を越えて蜜柑を採ったのであり（31節９～10行）、したがっ

て他人の取り分を侵害したことになります（37節39～40行）。他の人がその蜜柑を有効

に利用することができたにも拘わらず、Ａさんがそれを妨げたからです。

　このような理論の前提になっている考えとして、以下のような原則を指摘できます。

前提１、すべての物は人類の共有物であった（25節６～８行）。

2 27節12行の「enough, and as good」を宮川は「十分に、そして同じようにたっぷりと」と
訳し、森村も「十分に」と「同じようにたっぷりと」が「別々の条件を意味していると考える
べきではなく、まとめて「同じように十分に」という意味で用いられていると考えるべきだろ
う」と述べている（森村1997：143）。しかし、「enough, and as good」は鵜飼が「十分な
だけが、また同じようによいものが」と訳しているように、量と質とを述べたもので、「（同
じ種類の物が）十分な分量、しかも同じ程度の質の物が残されいる」という意味だと思う。す
ぐ後で挙げる蜜柑の例で言えば、虫食いのない蜜柑をすべて採ってしまった人が虫食い蜜柑ば
かりを十分な分量だけ他の人にも残しておいた場合、やはりこの付帯条件を破っていると考え
られるからである。

1 ロックの私有財産論は、主として『統治論』第２篇「市民政府論──市民政府の真の起源、
範囲および目的について」の第５章「所有権について」の中に見ることができる。「市民政府
論」には通しの節番号がふってあり、第５章「所有権について」は25節から51節までを占め
ている。したがってロックの「市民政府論」に言及する時には、題名と章名は省略して節を挙
げ、またラスレット版では節毎に行番号が付いていて便利なので、ラスレット版での行番号も
挙げることにする。
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前提２、人間には生存する権利があり、そのために必要な物を消費する権利がある（25

節２～４行）。

前提３、自分の身体は自分のものであり、したがって自分の労働も自分のものである

（27節２～４行）。

前提１は、すべての物に対してすべての人が等し並に権利をもっていて、誰一人として

排除されないということをいいます。ところが、私有財産とは他人による利用を排除す

ることに他なりませんから、どのようにして人類の共有物が私有財産に転化しうるのか

という疑問が生じます（25節９～10行）3。この疑問に答えるものとしてロックの私有

財産論は構想されています（25節16～18行）。前提２が述べる生存権は、ロックによれ

ば人間の自然権、つまり国家の成立以前にも存在する人間の権利です4。また人間は食

べ物を食べないでは生きていけませんから、生きていくために食べ物を食べることも自

然権に属します。ところが、食べ物を食べることは他人がその同じ食べ物を食べること

を排除しますから、人間が生きていくための権利を有するということはある種の物を私

有する権利をもつということになります。そして人間に特定の物を私有する権利がある

とすれば、その物に対する権利を獲得する方法があるはずです（26節10～12行）5。こ

うして前提２は前提１と組み合わさって、私有財産を正当化する論理の必要不可欠性を

述べることになります。これはロックの国家論にとって非常に重要です。なぜなら、

ロックによれば、人間が国家を作る理由は人々の生命、自由、財産を守ることだからで

す（123節13～17行）。言い換えれば、私有財産とは国家によって承認され創造される

のではなく、国家に先立って存在し、逆に国家は人間の自然的な権利である「生命、自

由、財産」を守るために存在するということです。これはロックおよびロック流の自由

主義の根幹にある考え方です6。

6 ロック流の自由主義政治哲学を主張する者の例として、ここではノージック、シモンズ、森

5 人間が一般的な意味で食べ物を私的に利用する権利は生存権から導き出される。したがって
正確に言えば、私有財産正当化の問題とは、特定の物が特定の人の私有財産になることはいか
にして可能か、という問題である。

4 ６節６～10行、20～25行、７節２～４行、16節９～10行を参照。ロックが自然法は「人間
の生命が出来るだけ維持されるべきこと」を命じると言う時（16節９～10行）、そこには生
存が権利であるという意味と義務であるという意味と両方の意味が含まれている。

3 人が自分の私有財産に対してもつ権利（所有権）とは、ロックによれば、排他的な支配権で
ある（26節７～８行）。
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　それでは、共有物がいかにして私有財産になりうるのか、この問いに対する鍵を提供

してくれるのが前提３です。私有財産は無から生じるわけではなく、私有財産を発生さ

せる元になるものがあります。それは人類の共有物ではないような物、即ち各人の身体

です。前提３の前半は、自分の身体が自分のものであること──自己所有権──を主張

しています。これもロックの私有財産論の根底にある考え方です。自分の身体が自分の

ものであるから、それを基礎にして他の物に対する私有財産権も可能になるわけです。

言い換えると、ロックの私有財産論では、私有財産権は自己所有権の延長または拡張と

して理解されています。そして自己所有権と私有財産権を結び付けるのが、労働という

観念です。前提３は全体として、自分の身体が自分のものであるから、自分の手足の働

きである労働も自分のものであることを主張します。この考えを踏まえて私たちは、先

に述べた私有財産成立の原則に戻ることができます。

　そこで、自己所有権から私有財産成立までの論理の流れを整理すると以下のようにな

ります。

１、自分の身体は自分のものである。

２、したがって、自分の身体の労働も自分のものである。

３、人が何かに自分の労働を加えた時、自分のものを加えたのである。

４、人が自分のものを何かに加えた時、その対象も自分のものになる7。

このように論理的に分析すると、私有財産成立の原則はかえって分かり難くなったよう

に感じられるかもしれません。しかし、この原則の問題点は後で考察することにして、

今はこの原則が非常に説得的なものであることを忘れてはなりません。というのは私有

財産成立の原則は、簡単に言うと「自分の労働が自分のものだから、自分の労働の成果

も自分のものである」というごく自然な考えを表しているからです。

　ロックは以上のような議論を「市民政府論」の25節から31節で展開し、続く32節では

この議論が植物や動物に対してと同様に土地に対しても当てはまると主張します（32節

１～４行）8。植物や動物の場合には採取したり捕獲することが労働であるように、土

8 ロックは人間社会の基本的なあり方を採集・狩猟の段階、農耕の段階、商業の段階という３

7 同様な分析は下川にも見られる（1989：３～４、2000：120）。

村の三人を挙げておこう。ただしノージック（正確を期せば『アナーキー・国家・ユートピ
ア』におけるノージック）の主張は自由至上主義（Libertarianism）と呼ばれる極端な自由主
義である。
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地の場合には例えば開墾することが労働です（32節５行）。土地私有の議論は動植物私

有の議論と基本的に同じなので、ここではロックの文章を引用しておくに留めます。

人が耕して植物を植え、改良し中耕した土地は、土地からの収穫物を利用でき
る範囲内で、その人の財産である。（32節４～６行）

　次に私たちは、私有財産成立の付帯条件と私有財産の範囲条件についてロックがどう

考えていたかをもう少し詳しく見ておきましょう。ロックは私有財産成立の付帯条件と

私有財産の範囲条件とが満たされる限り、私有財産は円満に成立すると考えます（31節

16～18行）。その理由は次の通りです。

１、自然資源が豊富であること（31節12行）。

２、人間の数が少ないこと（31節13行）。

３、一人の労働が及びうる範囲に限界があること（31節13～14行）。

４、一人が利用できる範囲に限界があること（31節16行）。

例えば土地の広さについてロックは、「世界の２倍の人口にとっても十分なだけある」

と述べています（36節36～37行）9。一人の人間にとってどれだけが十分かは、労働の

限界と利用の限界によって定められます。その結果、各人の財産はごく僅かな程度に限

られるとロックは考えます（36節９～10行）。つまり、労働量に限界があるので、労働

によって成立する私有財産にも限界があり、利用できる範囲に限界があるので、私有財

産の範囲がさらに限定され、一人が所有できる私有財産は非常に限られたものになりま

す10。それに加えて、人間の数が少なく自然資源が豊富ですから、私有財産成立の付帯

条件──「他人にも十分なだけ同様な質の物が残されている限り」──が満たされま

す。この点についてロックは次のように書いています。

10 労働によって正当化される私有財産の範囲と人が利用できる私有財産の範囲とは合致すると
もロックは書いている（51節６行）。利用しない物を蓄えても意味はないので、人は必要以
上には労働しないだろうからである（46節16～17行、51節７～８行）。

9 もちろんこれは、ロックが生きた17世紀の話である。

つの段階に分けて考えているようである。というのはロックは25節から31節では植物・動物
の私有について、32節から45節では土地の私有について論じ、46節から50節では貨幣導入後
の私有財産のあり方について論じているからである。森村1997：38を参照。
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他人が利用できる土地を十分に残しておく人は、何も取らないのと等しい。
（33節５～７行）

そして傍証として、川の水を飲む場合も大地の一部を私有する場合も何ら変わらないと

述べています（33節９～11行）。十分な自然資源がある所では、一人が利用したからと

いって他の人の分が減るわけではないからです。

　このようにして、労働によって成立する私有財産は私有財産の範囲条件が守られる限

り、私有財産成立の付帯条件を犯すことがなく、道徳的に正当化されることになりま

す。以上がロックの私有財産論の第１段階、私有財産成立の基礎理論です。

　以上のような理論は非常に分かりやすく説得的であるという長所にも拘わらず、些か

楽天的であり、現代の私有財産を説明するには不十分であると思われます。ロックの基

礎理論によれば、一人当たりの私有財産は労働の限界と利用の限界によってごく僅かな

ものに限られます。したがって、その僅かな量を越える分については、ロックの基礎理

論は私有財産を正当化するというよりも否定する働きをします。しかしそれでは、私有

財産の始まりは説明できても、現代における多くの私有財産を正当化することはできな

いでしょう。一人の人間が労働によって獲得し利用できる範囲を越えていると思われる

私有財産が沢山存在するからです。

　そこで次に登場するのが、ロックの私有財産論の第２段階、即ち貨幣の導入です。貨

幣とは、金、銀、ダイヤモンドのように、腐らせずに保存でき、人々が暗黙の同意に

よって価値を認め、他の物と交換してくれるような物です（46節５～６行、47節）11。

では、このような貨幣の導入によって私有財産のあり方はどう変わるでしょうか。まず

私有財産の範囲条件が克服されます（マクファーソン：232、236）。腐りうるような物

はすべて貨幣と交換することによって腐らない形に変えることができ、そうすれば、私

有財産の範囲条件を破らないで済むからです。この点に関してロックは、正当な所有権

の逸脱とは財産の大きさにあるのではなく、物を利用せずに腐敗させることにあると主

張します（46節27～30行）。言い換えると、腐らせさえしなければ何をしてもよいとい

うわけです。実際ロックは「財産を誰かに譲渡した場合も、やはり利用したのだ」と

11 何かが貨幣として認められるための自然的条件としては希少性も挙げられる（48節15
行）。
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言っていますし、財産を何か他の物と交換することも財産利用の１形態と考えているよ

うに思われます（46節17～24行）。こうして貨幣を介して財産の保存・拡大が可能にな

ります（48節２～３行）。その結果、財産の不平等が生じます（50節11～14行）。とい

うのは人の勤勉さには違いがあり、人が労働によって獲得する私有財産の大きさにも違

いがありますが、その違いが貨幣を介して段々と蓄積されていくからです。人々は貨幣

の使用に暗黙の内に同意した時、財産の不平等が生じることにも暗黙の内に同意した、

とロックは考えます（50節４～10行）。そしてこのような暗黙の同意による不平等な財

産所有は、人々が国家を設立する以前の事柄です（50節11～14行）12。

第２節　ロックの私有財産論の主な問題点

　さて、以上がロックの私有財産論の概要です。ロックの理論は既に見てきたようにい

くつかの構成要素（原則や前提など）から成っていますが、それら構成要素のほとんど

すべてについて疑義を呈することができます13。この節では、そういった疑問点を順番

に簡単に述べていきます。これは単なる問題提起であり、提起された問題にロックがど

う答えることができるかの考察は第１章から第３章で行います。

　まず第１に私有財産成立の原則ですが、よく考えてみれば、何故労働を加えることが

私有財産を得ることになるのでしょうか。労働したからといって無駄骨をおることはよ

くあることでしょう。したがって労働を加えたからといって必ずしも私有財産が生まれ

るとは限りません。では一体、労働を加えるとはどういう意味なのでしょうか14。確か

にロックは、「労働を加えること」が「自分のものを加える」ことだと一応の説明をし

ています。しかし、ノージックが鮮やかに示したように、自分のものであるトマト

ジュースを海に加えたからといって海が自分のものになるわけではなく、むしろ自分の

トマトジュースを失うだけでしょう（ノージック：293～294）。とすれば、自分のもの

14 日本語の「（労働を）加える」という動詞に当たるロックの英語表現は、"mix"、"join"、"
annex"、"add"、"bestow" などである（27節６行、12行、28節９行、30節12行など）。

13 「構成要素の１つ１つについて」と言いたいところだが、前提２──人間の生存する権利と
そのために必要な物を消費する権利──だけはそのまま受け入れてよいと思う。

12 貨幣の使用に対する暗黙の同意は、国家を設立するための契約とは全く別である。国家の成
立以前にも崩壊以後にも自然法に支配された最低限の人間社会が成り立っているという考え
（６節）が、ロックの政治哲学に特徴的な点であり、自然状態が「万人の万人に対する闘い」
であるというホッブズの見方（「リヴァイアサン」第13章）との大きな違いである。
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を加えたから自分のものになるというのも奇妙な説だと言わざるをえません。では、労

働を加えるとはいかなる意味であり、何故それが私有財産を生み出すことになるので

しょうか。

　さらに私有財産成立の原則についてはもう１つ疑問があります。この原則は、なるほ

ど人間が一人で働く場合には、私有財産の成立を説明するかもしれません。しかし何人

かが共同で働く場合、生まれた財産に対してそれぞれの人がどういう権利（私有財産

権）をもつのかということは述べられていません。この点についてロックはどう考える

のでしょうか。

　次に私有財産成立の付帯条件です。ロックの私有財産の基礎理論では、確かにこの付

帯条件が有効に働いていて、すべての人の私有財産が円満に成立するように思われまし

た。しかし貨幣が導入された段階では、この私有財産成立の付帯条件は何処に行ってし

まったのでしょうか。貨幣の使用によって私有財産の範囲条件が克服され私有財産の保

存・拡大が可能になれば、すべての人に土地その他の物が十分に残されるという保証は

ないでしょう。とすれば、私有財産成立の付帯条件は依然として、大きな私有財産を否

定することになり、したがってロックの私有財産論は私有財産の正当化に実質的に失敗

することになります。

　次には私有財産の範囲条件ですが、この条件もロックの私有財産論の第１段階と第２

段階とで奇妙な変容をしているように思われます。第１段階つまり基礎理論では、「腐

らせないで利用する」という条件の内、「利用する」というほうに重点が置かれていた

ように思われます。例えば31節８行目でロックは「腐る前に生活の便宜のために利用で

きる限り」と書いています15。この表現は、財産を単に腐らせないだけではなく生活の

便宜のために利用しなければならないということを示唆します。ところが第２段階に

入った46節ではロックは、譲渡や交換も財産の利用の仕方として通用させ、私有財産の

超過は「財産を無益に腐敗させること」にあると主張します。ここで財産を腐敗させな

い方法として考えられているのは、金、銀、ダイヤモンドなどと交換して保存すること

です。しかし、保存することと利用することは別だと思われます。それでは私有財産の

範囲条件の真意は、財産を利用しなければならないということでしょうか、それとも腐

15 また31節16行、36節34～35行では利用のほうだけが挙げられ、不腐敗のほうは述べられな
い。51節６～12行でも同じ。
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らせてはならないということでしょうか。また腐らせないとは正確に言ってどういうこ

とであり、利用するとはどういうことでしょうか16。

　次は、すべての物は人類の共有物であったという前提です。すべての物が人類の共有

物であったとはどういう意味でしょうか17。もし人類の共有物であったのであれば、共

有物の一部を私有化するためには人類の同意が必要ではないでしょうか。しかし、もし

反対に人類の共有物でなかったのであれば、土地その他の物を何故人間が私有する権利

をもつのでしょうか。そもそも私的所有権（私有財産権）とは何を意味するのでしょう

か。

　次に、人間の生存する権利およびそのために必要な物を消費する権利は──私として

も受け入れることができると思いますので──飛ばして、自己所有権についてです。自

分の身体が自分のものであるというのは本当でしょうか。例えば私たちは自分勝手に自

殺する権利があるでしょうか。特に子供がいた場合には、子供は親に対して養育しても

らう権利をもっており、その限り親の身体の使用の仕方（自由）に制限が入るのではな

いでしょうか。簡単に言えば、子供を扶養する義務があるということです。もしそうで

あれば、そのような扶養義務は子供だけではなく自分の親、兄弟姉妹、親戚、友人とど

こまで広がっていくのでしょうか。またそのような義務が１等親などごく狭い範囲に限

られるとしても、私たちは無人島で自然発生したわけではなく社会の中で育ってきたこ

とを考えれば、社会に対する何らかの義務があるのではないでしょうか。つまり自己所

有権に何らかの最低限の制約があるのではないでしょうか。もしそうだとすれば、私た

ちの労働にも、したがってまた私有財産にも何らかの制約があるということになるで

しょう。

17 これもちなみに「人類の共有物である」に当たるロックの英語表現は、"is given to Men", "
belong to Mankind in common" などである（26節３～４行、６行など）。なおロックの政治
哲学には神学的（宗教的）側面もあって、それをどう評価するかは意見の分かれる所である。
例えばロックは自然資源が人類の共有物であることを「神が人類に与えた」というふうに表現
する。私は、ロックの政治哲学の基盤としてキリスト教信仰が重要であったろうとは推測する
が、キリスト教信仰を差し引いてもロックの私有財産論は十分に理解できると考える。した
がって、本論考でも宗教的議論は極力排除し、ロックの議論を理性による議論として検討す
る。

16 ちなみに日本語の「腐る」に当たるロックの英語表現は、"spoil", "perish" などである（31
節８行、46節30行など）。
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　ロックの私有財産論にはさらに前提が２つと主張が２つありました。前提は（１）自

然資源が豊富であることと（２）人間の数が少ないことであり、主張は（３）一人の労

働が及びうる範囲に限界があることと（４）一人が利用できる範囲に限界があることで

した。しかし第１に、いくら自然資源が豊富であるとはいえ、地球上の資源が有限であ

ることは言うまでもありません。第２に、たとえ17世紀に地球の人口が少なかったとし

ても、それ以来人間の数が増えています18。したがって、たとえ一人当たりの私有財産

が限られたものであっても、全体として私有財産成立の付帯条件が満たされない可能性

は十分にあります。確かに一人目の人が利用できるだけの財産を労働によって獲得して

も、二人目の人には同様の物がまだ十分なだけ残されているでしょう。しかし、他のす

べての人にも十分なだけ残されるとは限りません。さらに言えば、もし仮に地球の自然

資源（例えば石油）が現在生きている人間に十分に行き渡るとしても、将来の人間（例

えば100年後の人類）にも残されているという保証はありません19。

　また労働が及ぶ範囲とは何であり、どのようにして決めるのでしょうか。例えば土地

を囲い込んだ場合、囲い込まれた土地のすべてが私有地になるのでしょうか、それとも

立てられた柵のすぐ下の帯状の土地だけが私有地になるのでしょうか。土地を耕して畝

を作った場合、畝と畝の間の部分は私有地になるのでしょうか。耕した土地の深さ何

メートルまでが私有地になるのでしょうか。さらに、労働が及びうる範囲に限界がある

というのは本当でしょうか。例えばロックは28節21～24行で、「私の召使いが刈った芝

生は私の財産になる」と述べています。この主張は私の召使いの労働が私の労働である

という主張を含んでいます（28節24～25行）。しかし果たしてそうでしょうか。私の兄

弟の労働は私の兄弟の労働であって、私の労働ではないでしょう。では、私の兄弟の場

合と私の召使いの場合とで何処が違うのでしょうか。ここで姿を現してきているのは、

賃労働という考え方です20。つまり私の兄弟の労働力は私の兄弟のものであるが、私の

召使いの労働力は私が買ったものであるということです。だから、私の召使いの労働は

私のものであり、私の召使いの労働が加えられた物も私の財産になります。しかし、も

20 ロックが奴隷と区別して召使いと呼ぶのは、自由な人間で、賃金と交換に一定時間または期
間の自分の労働または労働力を売る者のことである（85節２～８行）。

19 これは世代間倫理の問題である。加藤1991（１章、３章、10章など）を参照。

18 世界の人口は17世紀には５億人程度だったと推測されているが、1999年には60億人を越え
た（国立社会保障・人口問題研究所：14 および国連人口基金：１）。
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しそのように人の労働力を買うことが可能であれば、一人の労働が及びうる範囲に限界

はなくなります。とすれば、「一人の労働が及びうる範囲には限界がある」という主張

は成り立たず、大きな私有財産を獲得することが可能になります。そして先に述べたの

と同じことですが、ここでも「他人にも十分に残されている限り」という私有財産成立

の付帯条件が満たされなくなるでしょう。

　最後に、一人が利用できる範囲に限界があるという主張はどうでしょうか。この主張

が正当か否かは、既に述べたように、「利用する」とはどういうことかに依ります。

「利用する」が単に腐敗させないということであれば、一人が利用できる私有財産の範

囲に限界はないでしょう。しかしまた、「利用する」ことが単に腐敗させないというこ

と以上のことを意味する場合には、「利用できる範囲」が時間的にどの程度に広がるの

かという点が問題になります。言うまでもなく、「利用できる範囲」とは現実に利用し

ている範囲だけでなく、今は利用していないけれども利用しようと思えば利用できる範

囲も含みます。例えば、夜に寝るための家は夜に寝ている時にだけ自分の家であるわけ

ではなく、昼に外出している時にも自分の家です。では、50年に１度だけ寝る家は依然

として自分の家でしょうか。また、現実には利用することが１度もないが利用しようと

思えば利用できるような物は、ロックの私有財産の範囲条件を満たすのでしょうか。
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第１章　問題点の解決の試み──その１

第１節　原初の共有および私的所有権

　以上色々と疑問点を挙げてきましたが、この節では初めにそれらの問題点を整理しま

す。序論第２節で挙げられた問題点をもう１度簡単に列挙すると、以下のようになりま

す。

１、私有財産成立の原則については、なぜ労働が私有財産を成立させることになるの

か。労働とは何か。

２、共同で働いた場合、生まれた財産はいかに所有されるのか。

３、私有財産成立の付帯条件は守られているのか。

４、貨幣が導入された段階で、私有財産の範囲条件は守られるのか。利用するとはいか

なることか。

５、すべての物が人類の共有物であったとはいかなる意味であり、私的所有権とは何を

意味するのか。

６、自己所有権は正当か。

７、地球上の自然資源が有限であり人口が増加していることを考えると、私有財産成立

の付帯条件は本当に守られるのか。

８、労働が及びうる範囲とはどれだけの広がりなのか。労働力を買うことは可能か。

９、一人が利用できる範囲とはどれだけの広がりなのか。

　これら９つの問題点の内、１と３と４はロックの私有財産論の言わば本体に関わる重

要な問いです。それに比べると２は副次的な問いで、ロックの私有財産論とは別に考察

することも可能です21。言い換えると、２の問いは括弧に入れておいてロックの私有財

産論を考えることも可能だということです。５と６はロックの私有財産論の前提に関わ

るので、その限り５と６に対する答えはロックの私有財産論に影響を及ぼします。７は

３の問いと同じことだと言えます。８の中に出てきた賃労働の問題は、労働者と雇用者

との労働契約を両者の共働関係と見ることができるので、２の中に含めて考えることが

21 実は２は配分的正義に関わる重要な問題であるが、ロックの私有財産論にとっては副次的な
のである。共同で働いた場合の配分的正義の問題はロックの私有財産論の主題ではないからで
ある。
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できます。ということは、賃労働の問題もロックの私有財産論にとっては副次的な問題

だということです。賃労働の問題を除くと、８は１の「労働とは何か」に対する答えに

よって、９は４の「利用するとはいかなることか」に対する答えによって決まると思わ

れます。また８と９が重要になるのは主に３との関係においてです。ですから、８と９

は１と３と４の問いに含めて考えることができます。そうすると、９つあった問題点の

内、ロックの私有財産論にとって決定的に重要なのは１と３と４、それから５と６の問

題点です。以下では、より簡単と思われる５と６の問題点を最初に検討し、後の第２章

と第３章でより困難な１と３と４の問題点を検討します。

　それではまず、５の問題点──すべての物が人類の共有物であったとはいかなる意味

か、また私的所有権とは何か──について検討します。共有状態にはしばしば消極的共

有と積極的共有が区別されます。消極的共有とは誰でもが勝手に利用できる状態であ

り、ある人による利用の仕方を制限するような別の人の財産権が存在しない状態です

（Pufendorf: 532, 537）22。それに対して積極的共有とは、人々が共同で財産権をもつ

状態です。積極的共有はさらに細かく３種類に分けられることもあります（Simmons

1992: 238）。第１は、単一の物を全員が共同で所有する状態で、共同所有と呼ぶこと

ができます。例えば、ある会社を二人の人が共同で所有しているような場合です。第２

は、各人が全体に対して利用権をもつ状態で、共同利用権（の状態）と呼ぶことができ

ます23。第３は、各人が部分的所有権をもつ状態で、部分的所有権（の状態）と呼ぶこ

とができます。これは、株式会社を株主が（または組合員が組合を）所有する仕方を考

えればよいと思います24。このように一言で共有と言ってもいくつかの意味を区別する

ことが可能で、ロックがどの意味で共有と言っているのかが解釈上の問題となります。

　そこで次に、ロックが実際に共有状態に言及している箇所が２つありますので、それ

24 これは分譲集合住宅の所有形態とは異なる。分譲集合住宅の場合、各人の持ち分が既に具体
的に分割されているが、ここで言う部分的所有権とは未分割の物に対して各人が請求できる取
り分の権利である。

23 共同利用権は必ずしも共同所有と矛盾するわけではないが、共同所有者が共同利用権をもた
ないことは十分に可能である──例えばフィットネスクラブの共同所有者がフィットネスクラ
ブの会員でない場合。また共同利用権者が共同所有者でないことも十分にありえる──例えば
私たちが文部科学省の大学共同利用機関を利用する場合である。

22 プーフェンドルフの参照箇所を本文の括弧内ではオックスフォード版の頁数で示したが、別
の版を利用する読者のために巻数と章節を言うと、第４巻第４章第２節および第５節である。
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らを見てみましょう。１つは28節16～21行で次の通りです。

契約による共有地の場合、人が何かを採取または捕獲して自然の状態から取り
だした時にその物に対する私有財産権が発生するし、そうでなければ共有地は
何の役にも立たない。そして共有物の私有化は、共有権者全員による同意の表
明を待つ必要はない25。

もう１つは35節１～12行で以下の通りです。

英国のように貨幣・商業、政府、多くの人口がある国の場合、共有地は共有権
者全員の同意なしには私有化できない。共有地は契約によって共有とされてお
り、契約を犯してはならないからである。そしてその共有地は確かにいく人か
の人間にとっては共有であるけれども人類にとっては共有でなく、国または教
区の共有財産であるに過ぎない。さらに、もし誰かが共有地の一部（ａ）でも
私有化したら、残った共有地（ｂ）は他の人にとって元の共有地（ａ＋ｂ）ほ
どよいものではないだろう──元々共有地の全体を利用できたのである。しか
し、世界という大共有地に初めて人間が住むようになった頃には、事情は全く
異なっていた。

恐らく、これらの箇所で述べられる契約による共有が上で述べた積極的共有に当たるで

しょう。ただし28節と35節には大きな違いがあって、28節では共有権者全員の同意を待

たずして私有化できるということが述べられるのに対して35節では共有権者全員の同意

なしには私有化できないことが述べられています。これは恐らく、28節が共有地に育つ

動植物を対象としているのに対し35節では共有地そのものの私有化が問題になっている

からだと考えられます。そこでこれらの共有のあり方をさらに詳しく分類すれば、35節

の共有が上で述べた共同所有に当たり、28節の共有は共同利用権（の状態）に近いで

しょう26。

26 ただし正確に言うと、28節の共有は単に利用できるだけではなく私有化できる状態なので
共同私有化権とでも言ったほうが適切かもしれない。しかし、消極的共有ではない。何故な
ら、共有権者でない人が共有物を利用しようとした時、共有権者は誰でも自分たちの排他的権
利を主張できるからである。

25 これは拙訳であるが、分かりやすくするためかなり自由に訳してある。次の35節からの引
用も同じ。
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　では、ロックがすべての物が人類の共有物であったと言う時、それはいかなる意味で

の共有でしょうか。通常の解釈は、人類がすべての物を共有していた時の共有──これ

を原初の共有と呼ぶことにします──は消極的共有であると考えます27。この解釈は主

として次のような推論に基づいているように思われます（Cf. Buckle: 164-65, 183-

87）。

１、もし原初の共有が積極的共有であったならば、共有物は全共有権者の明示的な同意

なしには私有化できなかっただろう。

２、ところが、原初の共有状態の共有物は、全共有権者の明示的な同意なしに私有化で

きる。

３、したがって、原初の共有は積極的共有ではなくて消極的共有である。

つまり、ロックが意味する原初の共有は、共有物を全共有権者の明示的な同意なしに私

有化できるようなものでなければならない、という考えです。また私有財産権との対比

も通常の解釈を示唆します（Simmons 1992: 239）。ロックは原初の共有物を財産

（property）としては述べていませんし、むしろ財産権がなかった状態を原初の共有と

呼んでいるように思われるからです（25節）。さらに、契約による共有との対比も通常

の解釈を促すかもしれません。契約による共有が積極的共有であるのに対し、原初の共

有は契約によらないので消極的共有であろうと考えられるからです。

　確かに、もし原初の共有が消極的共有であれば、人々は自然資源に対して積極的権利

をもたないので、私有財産の成立に万人の同意を必要としないでしょう。ですから、通

常の解釈には、たとえ人々の同意が得られなくとも私有財産を自然権として主張できる

という強みがあります。

　しかし、この通常の解釈はいくつかの誤解に基づいています。第１に、25節でロック

は確かに原初の共有物について「人類の財産」という言い方をしていませんが、「人類

に共通に与えられている」（25節８行）とか「人類に共通に属す」（26節６行）という

ロックの表現は実質的に「人類の財産」というのと同じことを意味します。またロック

が「人類の財産」という言い方をしないのにも理由があります。ロックは25節で「財産

（property）」という言葉を私有財産という意味で使っているからです28。ですから、

27 日本でも森村と下川が共にこの解釈をとっている（森村1997：77、81、下川2000：
112～113）。
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原初の共有状態に私有財産がなかったことは共同の財産権がなかったという意味にはな

らず、したがって通常の解釈を特に支持するものではありません。第２に、確かに35節

では原初の共有が契約による共有と対比されているように思われます。つまり、契約に

よる共有地は私有化するのに共有権者の同意が必要であるが、原初の共有は私有化に

人々の同意を必要としない消極的共有である、というわけです。しかしながら、契約に

よる共有だから私有化に共有権者の同意を必要とするというわけではありません。とい

うのも28節ではやはり契約による共有が語られていますが、そこでは共有物の私有化に

共有権者の同意は必要とされないからです。また私有化に共有権者の同意を必要としな

いからといって、その共有が消極的共有というわけでもありません。やはり28節では共

有物の私有化に共有権者の同意を必要としませんが、そこで語られる共有は契約による

積極的共有だからです。では35節の契約による共有地の場合、なぜ私有化に共有権者の

同意を必要とするのでしょうか。この契約による共有と原初の共有とは何処が違うので

しょうか。違いは、この契約による共有の場合、資源が有限であって私有財産成立の付

帯条件を満たすことができないという点にあります（35節８～11行）。したがって、35

節での契約による共有との対比も、原初の共有が消極的共有であるという解釈を支持す

るものではありません。

　第３に、例えば森村は消極的共有を「無主の状態（に近い）」と説明しています

（1997：31、81、147）。消極的共有の説明として、恐らく森村の説明は正しいでしょ

う。しかしながら、問題は原初の共有がそのような消極的共有と解されるべきか否かで

す。ロックが挑戦した問題が何であったかを思い起こしてみましょう。それは、もしす

べての物が人類の共有であったならば、いかにして私有財産が生じえたのか、という問

題です（25節６～10行）。このロックの問題を、原初の共有についての通常の解釈は解

消してしまうように思われます。というのは、原初の状態が無主の状態であれば、いか

にして私有財産が生じえたのかということは問題にならないでしょう（cf. Tully 1993:

116）。仮に問題になったとしても、労働による私有財産の獲得というようなことを言

わなくても、早い者勝ちの原則で十分に説明できるでしょう。私有財産の正当化が大き

28 確かにタリーが指摘するように『統治論』第１篇の24節などでは "Property" が共通の権利
という意味で使われているが（Tully 1993: 110-11）、第２篇「市民政府論」では私的所有権
という意味で使われるが通常の用法である（下川2000：73～74）。
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な問題になるのは、原初の共有が私有化のために全共有権者の同意を要求するように思

われるからです。つまり、すべての人がすべての物に対して財産権をもつように思われ

るからです。

　第４に、もし原初の状態で誰も何の財産権ももたないのであれば、自然資源に対して

誰が何をしようと、他人には権利の侵害を言い立てることができないでしょう。しか

し、ロックの理論は違います。ロックの理論では、私有財産成立の付帯条件と私有財産

の範囲条件が私有財産を制限しています。まず私有財産成立の付帯条件は、ある人が自

然資源を私有化する時にそれと同じだけの自然資源を他の人にも残しておくことを要求

しますが、この平等主義的な制限は何処から来るのでしょうか。自然法──つまり各人

の生存権──から来ると考えられるかもしれません。しかし、生存権によって保証され

るのは、生きていくために必要な最低限の自然資源に過ぎないでしょう。ですから、も

しある人が生存に必要な自然資源以上の自然資源を私有化する時、その人と同じだけの

自然資源が他の人にも残されていなければならないのは、何故でしょうか。それは自然

資源に対してすべての人が等し並に権利をもっているからでしょう。また私有財産の範

囲条件は、自然資源を無駄にすることを禁じています。例えば、もし仮にある人がある

動物を無駄に殺した場合、他の人は誰でも「自分の財産権が侵害された」と言って抗議

できます（37節35～39行）29。それは他のすべての人も、殺された動物に対して何らか

の共同の財産権をもっていたからでしょう30。したがって、原初の共有は、財産権が誰

にも属さないのではなくてすべての人に属する積極的共有と解されるべきです。

　それでは、ロックが言う原初の共有は、先に区別した３種類の積極的共有──共同所

有、共同利用権、部分的所有権──のどれに当たるでしょうか。私は、これら３つの性

格付けのすべてがロックの原初の共有について当てはまると考えます。まず、共同所有

と共同利用権が両立しうることは明らかでしょう。実際、28節の契約による共有の場合

30 ロック自身、対象を私有化する労働の意味について「労働によって、他人の共通の権利を排
除する何かが対象に加えられる」（27節９～10行）と言う時、対象が私有化される前にはそ
の対象に対して「他人の共通の権利」があったことを示唆している（30節３行も参照）。た
だし、この共通の「権利」については財産権ではなく私有化する権利と解することも不可能で
はない。

29 同様に、もし仮に一人の人がすべての自然資源を独占してしまったら、他の人は誰でも「生
存権に基づいた自分の財産権が犯された」と言って抗議できるだろう。この種の議論について
は、Simmons 1992: 239を参照。
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のように、所有権をもっている人は利用権ももっているのが通常でしょう。ですから、

共同所有と共同利用とが区別しうるからといって、ロックの原初の共有がいずれか一方

でなければならないというわけではなく、原初の共有は両方の性格を同時にもちえま

す。次に、ロックが原初の共有をどう捉えていたかをより良く理解するために、ロック

が使う譬を見てみましょう。

共有物として与えられているものの一部を人が私有化するのに全共有権者の明
示的な同意が必要であれば、子供（や召使い）たちは、父（や主人）がそれぞ
れに特定の部分を割り当てないで共同のものとして与えてくれた肉を切り取る
ことができなかっただろう。（29節１～５行）

この譬において、肉が子供たち全員の積極的共有物であることは明らかでしょう。父は

子供たちの全員に漏れなく肉を与えることを意図していると考えられるからです。しか

しながら、肉はどの部分がどの子供の分という具合に予め分割されているわけではあり

ません。もし全員の子供が一同に会すれば、全員で話し合って肉を分割することができ

るでしょう。では、そうすることができない場合、一人の子供が先に肉のところにやっ

てきて他の子供たちが当分現れないとした場合、先に来た子供は他の子供がやってくる

までは、肉に手を付けることができないのでしょうか。そんなことをしていたら先に来

た子供は飢え死にしてしまう、とロックは考えます（28節14～16行）。したがって、他

の子供が何処で何をしているのであろうと、先に来た子供は他の子供全員の明示的な同

意を待たなくても自分の取り分を切り取ることができる、というのがロックの考えで

す。この考えを原初の共有に当てはめれば、原初の共有は部分的所有権の状態でもあっ

たと考えられます。最早言うまでもないと思いますが、部分的所有権と共同所有とは排

他的ではなく、両立できます。少なくとも対象が分割可能な場合には、共同所有が部分

的所有権という形をとることは十分に可能でしょう。ですから、原初の共有について

ロックが考える積極的共有は共同所有であり共同利用権（の状態）であり部分的所有権

（の状態）でもあると考えられます。

　そうすると、ロックにとって私有財産正当化の問題とは、人類の積極的共有であった

ものがいかにして個人の私有財産に転化しえたのか、という問題です。この問題には、



19

困難な点が２つあります。１つは、原初の共有が積極的共有であることであり、もう１

つは人類の明示的な同意がありえなかったことです31。この難点をロックはどう切り抜

けることができるでしょうか。もう１度、29節の肉の譬に戻ってみましょう。ロック

は、最初にきた子供が他の子供たちがやってくるのを待たずに肉を切り取ることができ

ると考えます。その場合に何が問題になるでしょうか。肉を分割する原理、しかも他の

子供にも納得のいくような合理的な分割の原理を編み出すことが課題になるでしょう。

したがって私は、ロックの私有財産論の狙いも人類の積極的共有物を分割する原理、し

かも誰でも同意できるような説得的で合理的な原理を考えだすことにあると考えます。

このように考えてロックの議論を見返してみると、２つのことに気付きます。１つは人

類の同意に関してロックが述べているのは主に「明示的な同意を必要としない」という

ことです（25節18～19行、28節20行、29節１～５行）。ですから、単に「同意」と言

われている箇所も「明示的な同意」という意味に解することができます（28節12行、35

節４行）。ということは、暗黙の同意は必ずしも排除されないということです。もう１

つは、人類の同意を必要としないとロックが言う時、それは個々の私有化行為について

言われているということです（28節11～16行）。ですから、個々の私有化行為が人類の

同意を必要としないからといって、私有化の原則が人類の暗黙の同意を必要としないと

いうことにはなりません。 むしろ、私有化の原則に人類の暗黙の同意が得られれば、

個々の私有化の行為がいちいち人類の明示的な同意を待つ必要はないでしょう。ちょう

ど貨幣が人々の暗黙の合意によって導入されたように、私有財産も人類の暗黙の同意に

よって導入されたと考えることができます32。この方法によって、人類の明示的な同意

を待たなくても人類の積極的共有物を私有財産に変えることができます。したがって、

私有財産の根拠に関して、基本的にロックは暗黙の同意説の立場にあると言えます。

　次に、私的所有権とは何かについて簡単に整理しておきます。よく引用されるオノレ

の分析によれば、自由主義的な所有権概念には以下の11要素が含まれます（Honoré:

165-79）。

32 したがって、貨幣と同様に私有財産も、純粋に自然的でも純粋に社会的でもなく中間的な身
分をもつ。

31 これは、オリーブクローナが「ロックは一方において財産の契約説を避け、他方において共
有財産の強奪を避けねばならなかった」と表現している点である（Olivecrona: 223;
Ashcraft: 318）。
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１、専有権：排他的に対象を物理的に支配する権利。

２、使用権：対象を自由に使用する権利。

３、管理権：対象の使われ方を決定する権利。

４、収益権：対象から果実や賃料や収益を得る権利33。

５、資本権：対象を譲渡したり破壊する権利34。

６、保障権：所有権が将来にわたって保障されていること35。

７、相続可能性：所有権を相続人が引き継ぐことができること。

８、無期限性：所有権に時間的終わりがないこと。

９、所有者責任：対象が人に危害を及ぼすのを防止する義務。

10、支払い責任：債務の強制執行に応じて、対象を手放す義務。

11、残基性（Residuary Character）：賃借権などの物権が消滅すると、所有者の権利

がその分だけ復活すること。

これら11要素がすべて揃っていれば完全な所有権ですが、必ずしもすべてが揃っていな

くとも所有権はありえます。また所有権を権利としてだけ考える場合には、９の所有者

責任と10の支払い責任は所有権に含まれません（Honoré: 165-66）。ですから、ここで

も９と10は除いて、他の９要素に考察を絞ります。

　ロックが「私有財産」と言う時、上の９要素の内どれだけのものを考えているでしょ

うか。専有権と使用権と管理権と収益権を考えていることは、ロックの論述からほぼ明

らかです36。資本権には譲渡権と破壊する権利が含まれますが、ロックは譲渡権は認め

ているものの（46節17～27行）、破壊する権利は認めていません（31節11行）。保障

権をロックが認めていることは明白です（138節12～14行、193節９行）──私有財産

の保障こそが国家の目的だからです。相続可能性については、ロックが相続権を子供の

自然権として語っていることから、ロックによって認められていると言えます（190

36 専有権については26節６～７行、使用権については26節11行および『統治論』第１篇39節
26～27行、管理権については６節２～３行、194節１～３行、収益権については32節４～６
行を参照。Simmons 1992: 230-31も参照。

35 特に使用権と専有権と譲渡権と保障権とが所有権概念の中心とされる（Honoré: 166）。

34 オノレは対象を消費する自由も資本権の中に含めているが（Honoré: 170）、消費の自由は
使用権の中に含めたほうが分かりやすいだろう。

33 管理権と収益権は使用権の１種と見ることもできる（Honoré: 168）。
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節）37。無期限性については微妙です。ロックは私有財産権の期限については何も述べ

ていないので、私有財産権について期限を設定していないと考えられます。また所有者

が死亡した場合でも、その私有財産は親族によって相続され無期限的に継承されていき

ます。しかし他方で、私有財産の範囲条件が私有財産の期限を定めていると考えること

もできます。対象を利用しなくなった時または利用できなくなった時には対象に対する

私有財産権も失うと考えられるからです38。最後に残基性はロックも認めていると推測

されます。例えば賃労働者は一定時間自分の労働力を売った後には自分の労働力に対す

る権利を回復すると考えられるからです。そういうわけで、まとめると、ロックは私的

所有権ということで専有権、使用権、管理権、収益権、譲渡権、保障権、残基性を認め

ています。相続可能性と無期限性については解釈の余地が残りますが、ここでは一応

ロックの公式の立場としては相続可能性も無期限性も認めていると考えることにしま

す。そうするとロックは、私たちが通常念頭に置いている自由主義的な所有権概念とほ

ぼ同じ概念を共有していると言えます。ただし小さいながらも最大の違いは、ロックが

財産を破壊する権利を認めないという点です。

第２節　自己所有権

　それでは次に、自己所有権について検討します。まず自己所有権について述べるロッ

クの言葉を引用しておきます。

すべての人間は自分自身の身体（Person）に対する所有権をもっている。自
分自身の身体に対しては自分以外の何人も何の権利ももたない。（27節
２～３行）

この主張については解釈上の主な問題点が２つあります。第１は、身体と訳してある "

38 そうすると、所有者が死亡した時には私有財産権も無くなると考えられる。この故に、相続
権がロック流の政治哲学にとって困難な問題となる。私有財産権は個人の権利だからである。
相続権の問題の簡潔な議論としてはWaldron 1988: 241-51 を参照。

37 『統治論』第１篇88節も参照。ただし相続権に関しては異論も多い。Simmonsはロックの
解釈として相続権に非常に否定的な見解を述べているし（1992: 211）、森村と下川も相続権
は自由主義政治哲学と調和しにくいとして、相続権に対して否定的である（森村1995：
201～203、下川2000：203～204）。
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Person" が果たして身体を意味するのかそれとも人格を意味するのかということです。

第２は、「自己所有権（Self-Ownership）」という呼び方が論理的に矛盾しているので

はないかという点です。例えばウォールドロンは "Person" は人間（Man）とも身体

（Body）とも異なると言います（Waldron 1988: 178）。確かにロックは『人間知性

論』においては、人格（Person）を人間（Man）とも身体（Body）とも異なる特殊な

意味で使っています。『人間知性論』第２巻第27章での議論によれば、人間は動物の１

種であり身体的存在であるのに対して（６～７節）、人格は意識的存在であり（７～８

節）行為の主体、賞罰の担い手でもあります（18、26節）。しかし、この『人間知性

論』における "Person" の「人格」としての用法が上で引用した『市民政府論』27節の

文章に当てはまるとは考えられません。何故なら、下川が述べているように、上記引用

の文章において "Person" は所有権の対象であって主体ではないからです（下川2000：

94～95）。上記引用の文章に直ぐ続けてロックは次のように言います。

自分の身体（Body）の労働と自分の手の働きはまさしく自分のものであると
言ってよい39。（27節３～４行）

"Person" を所有していることから直ちに身体の労働と手の働きも自分のものであること

が帰結するのは、"Person" が人格ではなく身体を意味するからです40。さらに44節

２～３行でロックは次のように言います。

人間は自分自身の主人であり、自分自身の "Person" および "Person" の行為
や労働の所有者である。

この箇所を先の27節３～４行と較べると、先に「身体の労働」と言われていたものがこ

こでは「"Person" の労働」と言われていることから、"Person" が身体を意味すること

が分かります。

40  もちろん、"Person" と "Body" が同義だと言うのではない。"Body" のほうが意味が遥かに広
く、敢えて言えば "Person" は "human Body" のことだと言えよう。"Person" のこのような用
法はれっきとした法学用語で、何ら驚くに値しない（下川2000：96～97を参照）。

39 「自分の身体の労働と自分の手の働き」の区別についてはアレント：134～146の興味深い
論考を参照。
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　この点は実は第２の問題点とも関わります。デイは、所有関係は非再帰的関係である

から「自己を所有する（owning oneself）」というような表現は無意味であると主張し

ます（Day: 216）。再帰的関係とは「と等しい」のように自分自身との間にも成り立つ

ような関係を言い、非再帰的関係とは「より大きい」のように自分自身との間に成り立

ちえないような関係を言います。実際にもし所有関係が非再帰的であれば、「小泉純一

郎は小泉純一郎を所有する」と言うことは無意味でしょう。とりわけ "Person" が身体

ではなく人格を意味すると解する場合には、デイの批判は単に「自己所有権」という呼

び名に関わるだけではなくロックの主張の内容に関わる深刻なものになります。という

のは、 "Person" が人格を意味する場合、自己所有権の主張は「すべての人間は自分自

身の人格を所有する」となります。ところが、ここで「人間」が所有権の主体であるこ

とは前提されていますし、「人格」とは行為や権利の主体であり、当然所有権の主体で

もありますから、「所有する」の主語と目的語が同じになってしまいます。つまり「所

有権の主体が所有権の主体を所有する」または「人格が人格を所有する」という具合で

す。問題は「人格が人格を所有する」というようなことが可能かどうかです。もし可能

でなければ、確かに自己所有権の主張は無意味でしょう。「所有する」という関係は一

見したところ、外的関係と思われます。つまりＡがＢを所有する場合、ＡとＢは別の存

在でなければならないと思われます。例えば私が自転車や本を所有する場合、自転車や

本は確かに私とは別の存在です。そして私と私の自転車の間に成り立っているのと同様

な関係が私と私自身の間にも成り立つと考えることは困難です。

　これに対してコーエンは、所有概念は再帰的に使われうると主張します（コーエン：

300、Cohen: 211）。つまり「ＡがＡを所有する」と言うことに何の不都合もないとい

うのです。これがどうしてかと言えば、動かされうるものについては、いつでも「誰が

動かしているのか」と問うことが可能であり、Ａが人間の場合「誰がＡを動かしている

のか」という問いに対しては「Ａ自身だ」と答えることができるからです（コーエン：

299、Cohen: 210）。コーエンのこの主張は自己所有についての１つの解釈です。コー

エンは所有権をもっぱら支配権として捉え、自己所有とは自分のことを自分で決めるこ

とだと考えます。そして「Ａが自分のこと（person and her powers）を自分で決め

る」と言うことに何の論理的矛盾もないのだから、自己所有という概念にも何ら問題は
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ないというのです41。確かにこれは自己所有についての１つの解釈ですが、その場合、

自己所有権は自己支配権または自己決定権と言ったほうが、あるいはむしろ自由権と

言ったほうが適切でしょう（Cf. Waldron 1988: 181; and Simmons 1992: 261）。と

いうのは、ここで言う「自分のこと（person and her powers）」とは決して自分の財

産の処分の仕方を意味するのではありません42。むしろ自分の意志の仕方を意味すると

思われます。そうであれば、「自分のことを自分で決める」とは「自分の意志を自分で

決める」という意味になります。その場合、自分の意志を決めるのも自分の意志ですか

ら、「決める」の主体と対象が同じになります。しかし、「自分の意志が自分の意志を

決める」というのは確かに表現は再帰的ですが、内容はむしろ自動詞的であり「自分の

意志が自由である」ということに他なりません。

　ですから、コーエンが述べるように、もしＡが自分を所有しているのであれば、Ａは

自分を支配しており、自由であるのかもしれません。しかし、Ａが自由だとしても、だ

からと言ってＡが自分を所有しているということにはなりません。Ａが自由に意志し自

由に行為するとしても、そこに再帰的関係はありません。たとえ「自己決定権」という

ような再帰的表現が許されるとしても、そこに再帰的関係の実体はなく、「自己決定

権」が意味するのは自由に意志し行為する権利に過ぎないからです。さらに、この自由

権は所有権とは異なります。自由権は自分が自由である権利ですが、所有権は特定の何

かに対する権利です。論理学の用語で言えば、「自由である」は１項述語であるのに対

して、「所有する」は２項述語です43。したがって、自己所有に関してコーエンに賛成

することはできません。

　「所有する」とは言わば自分と自分のものの間の関係です。自分とは自分のものの所

有者であり、自分のものとは自分が所有する対象のことです。したがって、先に示唆し

43 他人をも視野に入れて言えば、自由権は自分と他人の間の２項関係を表すのに対して、所有
権は自分と対象と他人との間の３項関係を表す。したがって、ロックが44節２～３行で「人
間は自分自身の主人であり、自分自身の身体の所有者であり」と言う時、「自分自身の主人」
という表現と「自分自身の身体の所有者」という表現は同じことを言い換えているのではな
く、２つ別々のことを言っている。

42 「自分のこと」がもし仮に自分の財産の処分の仕方を意味するのであれば、「自分のことを
自分で決める」と言っても、それは「ＡがＡを決める」という再帰的関係ではなく、自分と自
分の財産の関係であろう。

41 以下コーエンからの引用は、拙訳である。
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ておいたように、自分と自分のものとは別であって、自分が自分のものであることは不

可能だと思われます。しかし、もし "Person" が人格ではなく身体を意味する場合は、

自己所有にまつわる難点を容易に回避できます。「人間が自分の身体を所有する」とい

うのは「ＡがＡを所有する」というのとは違うからです。

　では「自己所有権」という表現が不適切かと言えば、決してそうではありません。と

いうのは、自分のものが自分であるとは言いうるように思われるからです。自分のもの

であって、なおかつ自分でもあると言いうるようなものが少なくとも１つ存在します。

それは自分の身体です。確かに自分の身体は自分とは別です。しかし、議論がこの世で

の政治に関する限りは、自分は自分の身体を離れては存在しえないのですから、自分の

身体は自分にとってあってもなくてもよい外的対象では決してなく、自分と特別な仕方

で結びついた独自の存在です。自分の身体がなかったら自分も存在しえないのですか

ら、自分の身体はまさに自分自身であると言っても過言ではありません。したがって、

「自分の身体を所有する権利」を「自己所有権」と表現することも不当ではありませ

ん。この世で自分の身体を失えば自分自身をも失うのです。

　さて、ここまで自己所有権の解釈上の問題点について長々と論じてきましたが、次に

は自己所有権が正当かという問題──これが肝心の問題です──を検討しましょう。自

分が自分の身体を所有しているのであれば、自分の身体を何とでもしてよいかと言えば

そうではありません。ロックは自己所有権に対して２つの制限を設けています。第１は

自殺の禁止であり（６節３～４行、23節８～９行、135節10～12行）、第２は奴隷制へ

の反対です（23節４～７行）。奴隷とは、生命までもが他人の絶対的恣意的な権力に支

配された者のことです44。もちろん、世の中には悪い人がいて、自然法を犯して人を殺

したり、人を奴隷のように扱ったりすることはあるでしょう。しかし、ロックが主張す

る点は、奴隷制が人間の自由な契約に基づいてはありえないという点です。何故かと言

えば、人間はそもそも自分の生命を破壊する権力をもたない──即ち自殺の禁止──の

で、自分がもたない権力を他人に譲渡するということはありえないからです（23節

７～８行、135節９～10行）。自殺が禁止されるのは、人間の生命を破壊してはならな

44 つまり奴隷は何の権利ももたない。この点で奴隷は苦役とは区別される。苦役は一定の契約
関係であり、主人は僕を勝手に殺せない、負傷させてもいけない、契約期間終了後に僕を苦役
から解放する等の義務を負う（24節12～16行）。
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いからです（６節19～25行、135節10～12行）。人間の生命を破壊してならないのは、

生物の生命を破壊してはならないからであり（６節３～４行）、生物の生命を破壊して

ならないのは、資源を無駄にしてはならないからと思われます（31節11行）45。このあ

たりは、ロックの神学思想と密接に関連したところであり、人間も他の生物も含めて世

界全体が本来的には神の作品であり神の所有物であるという考えに基づいています（６

節13～14行を参照）。

　ロック思想のこの宗教的側面をどれほど強調するかに応じて、様々な解釈が可能にな

ります。宗教的側面を強調すれば、非常に保守的な解釈、例えば、神の作品として人間

にはこの世で果たすべき一定の使命があるというような読み方ができます46。しかしな

がら、ロックの神学思想──例えば、神が世界を創造したという考え──を共有しない

人とも共通の地盤に立つという観点から、ここではむしろ神学思想をなるべく前提とし

ない世俗的解釈をとりたいと思います。そうすると、資源を無駄にしてならないのは他

人がもつ共同の財産権を侵害するからであり、他人の生命を破壊してならないのは他人

の自己所有権を侵害するからと考えられます。しかし、自殺の禁止は正当化するのが非

常に困難です。理性的な人間が自殺を望むことは考えられない、というような議論が考

えられます。通常の場合は、確かにそうでしょう。しかし通常でない場合、例えば不治

の病に冒され、死が目前であり、病による苦痛が耐え難く、且つ鎮痛の方法がないとい

うような場合も考えられます47。こういう尋常でない場合には、むしろ死を望まないほ

うが非合理的と思われます。ですから、ロック自身は自殺を禁止しているにも拘わら

ず、自己所有権という考え方は自殺を許容するように思われます。

　しかし、奴隷制は依然として認められません。奴隷は自己所有権を否定されているの

で、奴隷制が自由な人間の間の契約関係ではありえないからです（24節３～６行）。と

いうのも、契約関係は契約の主体と契約の主体の間にのみ成り立つものですが、自己所

47 日本の判例で安楽死が許容される条件はもう少し厳しい。加藤1994：102～103頁を参照。

46 このような解釈をとる場合には、人間は神のものである地球の環境をそう簡単に破壊したり
汚染したりしてよいわけではない。

45 ただし、自分を殺すことも他人を殺すことも他の動物を殺すことも正当な理由がある場合に
は許される（６節５行）。何が正当な理由かという点で、人間を殺す場合と他の動物を殺す場
合とで大いに異なるわけである。だからロックは菜食主義者にはならないだろうが、動物の虐
待には反対すると思われる。



27

有権を否定された奴隷は契約の主体ではありえないからです。したがってまた、自己所

有権をもった人が自分の身体を奴隷として売ることもありえません。この点が、自己所

有権が「自己所有権」であって単なる「身体所有権」ではない所以です。もし自分の身

体が自分から切り離すことのできるものであれば、自分の身体を売ることもありえたで

しょう。ＡさんとＢさんがお互いの身体を交換するというようなこともありえたかもし

れません。しかし実際には、自分の身体は自分から切り離すことができないので、自分

の身体を売ることができる──自分の身体を売ってなおかつ同一人物として存続できる

──ような人間は一人もいないのです。したがって、人間が自己所有権をもち自分の身

体を自由にできるからといって、自分の身体を奴隷として売ることはできません。

　すべての人間が自己所有権をもちます。自己所有権とは自分の身体という自分に固有

の領域があるということであり、自分の身体の使い方、したがって生き方に関して自由

であるということです。しかもすべての人間が自己所有権をもつのですから、その点に

関してすべての人間が平等であるということでもあります。したがって、自己所有権の

主張は、人間が自由で平等であるという主張と実質的に等しいと思われます。人間の自

由と平等に関してロックの立場は非常に明瞭で、人間の自然状態──人々が社会契約に

よって国家を設立する以前の状態（15節13～15行）──についてロックは次のように述

べています。

自然状態は完全に自由な状態であり‥‥また平等の状態でもある。（４節
３～７行）

自由とは自分の生き方が「他人の意志に依存しない」（４節５～６行）ということであ

り、平等とは「従属や服従がない」（４節12行）ということです。

　人間を人格として見た場合、つまり純粋に道徳的存在として見た場合、すべての人間

は自由です。自由でなければ道徳的存在ではないからです48。また自由な人間と自由な

人間の間に差別をもうける何の根拠も見いだされません。したがって道徳的観点から見

た場合、すべての人間は自由かつ平等です。ところが、人間が自由であるためには、自

己所有権がどうしても必要です。もし人間が自己所有権を、つまり身体所有権をもたな

48 自由でない存在は、道徳的評価の対象にならない。
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かったら、人間の自由は抽象的なままに留まり現実化しないからです。もっと簡単に言

えば、もし私たちが幽霊であって物質と接触することができなかったら、人間の唇１つ

動かすこともできない、したがって私たちの意志を何１つ実現できないということで

す。私たちの身体は私たちと世界との接触点です。私たちは自分の身体を所有すること

によってこの世に存在しています。ですから、自分の身体を所有しないことは、人間と

して存在しないことです。つまり、自己所有権は人間が人間として存在するために必要

不可欠なものです。

　人間が自己所有権をもつことは、人間が生物学的に個体であるという事実と対応して

います。確かに生き物の中には植物のように個体性の希薄なものもありますが、人間は

生き物としてバラバラに存在します。ですから、各人が丁度１つの身体を所有するわけ

です。

　最後に、自己所有権が子に対する義務、親に対する義務および国家に対する義務に

よって制約されないのかどうかを簡単に見てみましょう。まず子に対する義務について

ロックは次のように述べます。

すべての両親は、自然法によって、自分達が生んだ子供を保全し養育し教育す
る義務がある。（56節10～11行）

したがって、両親は自分の子供を放ったらかしにしておいて自分の身体を自由に使うこ

とはできません。しかし、このことは、人間の自己所有権を制約するものとは思われま

せん。何故なら、人間は子供を自分で生むのであり、生むことを自由に選択しているか

らです。自分が自由に選択したこと（子作り）の責任をとること（子育て）は当然の義

務であり、自分が引き受けた仕事（子育て）を成し遂げることは自由の一部でさえある

でしょう。ですから、子に対する義務は自己所有権と両立します。

　では、親に対する義務はどうでしょうか。子に対して親は養育の義務をもつだけでは

なく指導・監督権ももちます（55節２～３行）。言い換えると、子供は親または保護者

の意志に従う義務があります（59節20行）。そこのところの論理をロックは次のように

述べています。
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子供が自分の意志を指導すべき自分自身の知性（理解力）をもっていない間
は、従うべき自分自身の意志をもつことはありえず、子供に代わって物事を理
解する親が子供に代わって意志を働かせる必要がある49。（58節10～13行）

しかし、このような親の意志に従う義務は親の指導・監督権の裏面であり、親の指導・

監督権は親が子を養育する義務に由来します。したがって、親が子を養育する義務が完

了した時、子が親の意志に従う義務も終了します。親が理性を使えるようになった年齢

──その年齢をロックは遅くとも21歳と考えます（59節16～18行）──にまで子供が成

長した時、子供も親と同じく自由な人間になります（59節11～12行）。言い換えると、

ロックは未成年を完全な意味での人間とは見なしていません50。成長して理性を使える

ようになって初めて、人間（政治的主体）としての権利──自由権、自己所有権など─

─を獲得するわけです。しかし他方で、子供が大人になった時点で親と子の間の従属関

係は終わります（55節４～８行）。したがって、大人の間で政治の話をしている限り

は、親に対する義務によって自己所有権が制限されることはありません。

　この点に関連してロックは、子供が親の意志に従う義務と子供が親を敬い助ける義務

を区別することが重要であると考えます（67節７～11行）。既に述べたように、子供が

親の意志に従う義務は子供が理性をもたないことに起因し、子供が成人するまでの一時

的なものです。それに対し、子供が親を敬い助ける義務は親から受けた恩に由来し、恩

を受けたという過去の事実が消えない以上、この義務は生涯続きます（66節12～19行、

67節６～７行、68節１～３行、69節８～９行）。親を敬う心は恩人に対する敬意の１種

ですので、この義務の大きさも親が子供に傾けた配慮の大きさに比例します（67節

４～６行）。正確に言うと、ここで言う親は生みの親よりも育ての親のことです。子供

をただ生んだというだけでは、親にとってほとんど何の権力にもなりません（65節

７～９行）。ですから、子供は自分をよく育ててくれた人に対して恩があるのであっ

て、この養育に対する恩という関係は自由な大人同士の間で成り立つ恩義の関係と変わ

らないように思われます。つまり、ＡさんがＢさんに何かよいことをしてあげた場合、

ＢさんはＡさんに対して恩がありますが、それはＡさんがＢさんを自由に支配できると

50 ロックは子供の状態について「この不完全な状態」（56節８行）、「子供という不完全な
状態」（58節３行）、「未成年の弱さと不完全性」（65節26～27行）と述べている。

49 このような考え方を家長権主義（Paternalism）と言う。
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いうこととは全然違います。極端な話をすれば、たとえＡさんがＢさんの命の恩人だっ

たとしても、ＡさんはＢさんに「自分のために死んでくれ」と言えるわけではありませ

んし、それに類するような酷いこと、勝手なことを要求できるわけでもありません。Ａ

さんとＢさんは共に自由な独立の人間であって、ただ恩義のあるＢさんはＡさんに感謝

し、Ａさんが困って助けを必要としているような場合にＡさんに恩返しをすべきである

というに過ぎません。子供が親を敬い助ける義務も同様であって、親が子供を支配でき

るということとは全然違います（66節20～23行、69節12～14行）。ですから、親が自

分で生きていくことができない位に困った場合を別にして、親を敬い助ける義務も特に

子供の自己所有権を制限するものではありません。

　ここまで論じてくれば、国家に対する義務が自己所有権を制限しないことも推察に難

くないでしょう。まず、子供を養育する責任は国家ではなく親が負います。したがっ

て、養育に対する恩も親に対して負うのであって、国家に養育してもらった恩があるわ

けではありません。ですから、成人した時、人間は何の負い目もなく、社会契約に同意

することによって国家に参加するのです──参加しない自由もあります（73節10～14

行、118節13～16行）。もちろん、国家に参加する以上、国家を維持していくための税

金を納める義務や国の法律を守る義務はあります。しかし、これらの義務は人間が社会

契約に同意する時に自ら引き受けるものです。また、そもそも国家の目的は所有権を保

護することにあります（94節22～23行）。所有権には自己所有権が含まれますから、国

家に対する義務によって自己所有権が制限されるというのは本末転倒です。また、仮に

国家が子供を養育した場合であっても、既に述べたように、養育に対する恩があるとい

うことは服従すべき義務があるということとは違います。

補論　私有財産成立以前の世界は無主の状態か共有の状態か

　上では、私有財産成立以前の状態が消極的共有（＝無主の状態）ではなくて積極的共

有であることをロックの『市民政府論』解釈上の問題として論じました。確かにロック

は「神が世界を人類に共有の物として与えた」とはっきり述べています（26節１行）。

しかし、ロックのこのような神学的前提を外して考えた場合、つまりロック解釈の問題

から離れて考えた場合、私有財産成立以前の世界は無主の状態なのか、それとも共有の
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状態なのか、ということが問われるでしょう。この問題について、この補論では考えて

みたいと思います。

　まず初めに、世界の歴史には人間が存在しない時期がありました──つまり人間が地

球上に誕生する以前です。その時の世界は無主の状態であったと考えられるでしょう。

少なくとも、所有権の主体たる人間は一人も存在しなかったのですから、所有権の主体

が存在しなければ所有権もないでしょう。もしそうだとすれば、地球上に人間が登場し

たからといって、世界の状態が突然変わるでしょうか。人間が登場する以前の世界が無

主の状態であれば、人間が登場した後の世界もやはり無主の状態でしょう。

　果たして、そうでしょうか。確かに、世界が無主の状態か共有の状態かと問えば、世

界の状態が問われているように思われるでしょう。そして人間が登場したとしても、人

間が世界に労働を加えない限り、世界は何ら変わらないのですから、世界は人間が登場

する以前と同じ状態であると考えられるでしょう。ですから、人間の登場が世界を無主

の状態から共有の状態に変えるとしたら、それこそ奇妙に思われるかもしれません。し

かし、ここで「共有」とは共通の所有権を意味することを想起すべきです。所有権と

は、権利として、人間と物の間の関係というよりもむしろ物に関して人間と人間の間の

関係を規定するものです（Munzer: 17, 26）。ですから、人間がいなかったり一人しか

いなかった場合には、所有権はあるともないとも問題になりません。しかし複数の人間

が現れた時、その時突然、所有権が成立したりしなかったりするのです。つまり、所有

権とは物に関わるというより人間と人間の間の関係に関わるので、人間がいなかった時

には所有権は存在せず、人間が登場した時に突然所有権が存在することになるのも不思

議ではありません。

　ロックによれば、すべての人間は自由で平等です（４節３～７行）。この点は、私た

ちも、ロックの神学的前提に依存しない、合理的な前提として同意できるでしょう。さ

らに人間には生存権があり、生存に必要な物を利用する権利があります（25節２～４

行）。これも認めてよいでしょう。この自然資源を利用する権利は、すべての人がもち

ます。他方で、世界は分割されていません。つまり、世界のこの部分は利用してよいけ

れどもあの部分は利用できないという区別がありません。どの部分でも利用してよいの

です。誰でもが世界のどの部分でも利用できるのですから、この状態は人類が世界を共
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有していると言ってよいでしょう51。つまり、もしある人がある特定の自然資源に対し

て権利を主張するとすれば、他の人も同じ資格でその同一の自然資源に対して権利を主

張できるのです。

　ここで、現代の例を考えてみましょう。例えば南極（の大部分）や月は、現在特定の

個人や集団の私有財産になっていませんが、では無主の土地でしょうか、それとも人類

の共有財産でしょうか。もし無主であれば、誰が何をしようと勝手ということになりま

す──そのことによって権利を侵害される人がいないのですから。では例えば、アメリ

カ合衆国が月を宇宙戦争の演習場として利用することは許されるでしょうか。許されま

せん。南極や宇宙の利用に関しては国際的な条約が既に存在しているのです52。ですか

ら、南極や月は人類の共有財産であって、国際的な話し合いを通して利用方法を検討す

るほうが合理的でしょう。

　また私有財産でない物の代表例として、空気や水を挙げることができるでしょう。空

気や水は誰でも利用できますが、それは所有権者がいないからでしょうか。では、空気

や水を水銀やダイオキシンやサリンや放射能で汚染することは許されるでしょうか。許

されないでしょう。空気や水にはすべての人の利益が関わっており、すべての人が共通

的権利をもつと考えられるべきです。言い換えると、ある人が空気や水を汚染する権利

をもたないのは、他の人が空気や水を利用する権利をもつからです。特に大気は、地球

上を自由に移動するという点から、人類の共有財産と考えられるべきです。ですから、

誰でも大気や水を利用する権利はあっても、汚染する権利はありません。

　次に、現在の私有財産の所有者が死亡した場合を考えてみましょう。死亡した人に遺

産相続する人がいない場合、その人の財産は当然私有財産以前の状態に戻ると考えられ

るでしょう。ではそれは無主の状態でしょうか。無主の状態であれば、誰でもがその資

源を取得できるでしょう。しかし、「誰でもが」とは言っても現実には「誰が」という

ことが問題になって、解決が困難でしょう。ですから、故人の財産を誰でもが取得でき

るというのは、合理的な考えとは思えません。むしろ、相続者のいない財産は人々の共

有財産に戻ると考えたほうが合理的であると思われます。

52 南極に関しては南極条約（1961年発効）など、宇宙に関しては宇宙条約（1967年発効）な
どがある。

51 実際、ロックはこの結論を自然理性からの推論としても述べている（25節１～８行）。
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　以上の理由で、ロックの神学的前提を離れても、私有財産成立以前の世界は無主の状

態ではなくて共有の状態であったと考えられます。
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第２章　問題点の解決の試み
──その２　私有財産成立の原則

第１節　一体化

　さて、いよいよ本章から、ロックの私有財産論の本体である３つの原則を検討しま

す。まず、私有財産成立の原則は

人が労働を加えた物はその人の私有財産になる（27節４～７行）

です。何故でしょうか。労働を加えることにどういう意味があるのでしょうか。この点

に関していくつもの解釈が考えられていますが、主な解釈は５種類に分かれるように思

われます53。まず第１に、「一体化」と呼ばれる見方があります54。ロックは食べ物の

私有化に関して次のように述べています。

樫の木の下で拾ったどんぐりや森の中で木から採った林檎を食べて栄養を得た
人は、確かにどんぐりや林檎を自分のものにしたのである。この栄養がその人
のものであることを、誰も否定できない。（28節１～４行）

食べ物を食べた人はその食べ物を文字通りの意味で自分の身体の一部にします。食べ物

が消化されてしまえば、食べた人の身体を傷つけないではその食べ物を身体から切り離

すことはできません。ですから、食べ物を食べた人が身体を傷つけられない権利を有す

る以上、他人はその食べ物に対して権利を主張することができません。この見方によれ

ば、労働を加えるとは要するに対象を自分の身体の一部にしてしまうことです。

　しかし、この読み方は「労働を加える」ということの解釈として十分だとは思われま

せん。何故なら第１に、自分の身体の一部にすることは、確かに食べ物の場合には当て

はまりますが、私有財産一般については当てはまりません。第２に、対象を物理的に引

き離すことができないということは、その対象に対して権利があるということとは別問

54 下川2000：125～126、森村1995：131、Simmons 1992: 255-56 などを参照。

53 ５種類の主な解釈とは、それぞれ一体化、功績、価値創造、効用、自由の拡張と呼びうるよ
うな見方である。
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題です。ある人がある物を身体の中に埋め込んだ結果、その人の身体を傷つけないでは

その物を取り出せないとしても、それだけでは、その人がその物を不当に取り込んだの

か正当に取り込んだのか区別がつきません。第３に、上で引用した28節を正確に読め

ば、私有化の結果を述べているだけであって、私有化の根拠を述べているわけではあり

ません。つまり、食べ物は、人の身体の一部になることが私有化されることだというの

ではなく、人の身体の一部になった時には既に私有化されているという事実を確認して

いるだけです。このことは続く文章を読めば直ぐに分かります。ロックは上で引用した

文章に続けて次のように言います。

ではどんぐりや林檎は、一体いつその人のものになったのか。その人がどんぐ
りや林檎を消化した時か、食べた時か、煮た時か、家に持ち帰った時か、ある
いは拾った時か。明らかに、最初に拾い集めた時を措いて他の時ではありえな
い。（28節４～８行）

ですから、食べ物が身体の一部になった時に私有化されるというのではなくて、私有化

は遥か以前、食べ物を拾い集めた時に起こっているのです。

　「一体化」と呼ばれる見方の変種として、もう１つ「心理的一体化」とでも言うべき

見方があります55。ロックは未だ捕まえていない獣に関して次のように述べています。

私たちの間でも、誰かが狩り立てている野兎は、狩り立てている人のものだと
考えられている。（30節12～13行）

この文章は、人が野兎を未だ捕まえていなくても既に自分のものだと感じていれば、そ

れで所有権が成立するという見方を示唆します。野兎を追っている人（Ａさん）は既に

野兎を自分のものだと思っているので、Ａさんに心理的苦痛を与えることなしには、そ

の野兎をＡさんから引き離すことができません。つまり今の場合、野兎が身体的にでは

ありませんが、心理的にＡさんの一部になっているのです。このような見方に従えば、

労働を加えるとは、自分のものだという感覚（所有感覚）をもつことに他ならないで

しょう。

55 下川2000：126、森村1995：131～132、Waldron 1988: 194-96 などを参照。
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　しかし、この読み方も「労働を加える」ということの解釈として到底不十分です。何

故なら第１に、対象が自分のものだという感覚は極めて主観的な事柄です。私たちの中

には、自分のものとの一体感が非常に強く物に執着する人もいれば、反対にほとんど物

に執着しない人もいます。上の野兎の例でも、自分が狩り立てていた野兎を横取りされ

て凄く腹を立てる人もいれば、何とも思わない人もいるでしょう。第２に、対象が自分

のものだという所有感覚には強い弱いという程度の違いがあります。しかし、私有財産

権は基本的にあるかないか２つに１つです。所有感覚が強い場合には私有財産権が成り

立ち、弱い場合には成り立たないというのでは、奇妙な話でしょう。他人から借りた物

に対してどれほど強い所有感覚が生まれたとしても、他人の物が自分のものになるわけ

ではありません。自分の財産に対する所有感覚が弱いからといって、自分の財産が自分

のものでなくなるわけでもありません。自分のものに対してどれだけ強くあるいは弱く

所有感覚を感じるかは人の勝手であり、権利の問題とは無関係です。第３に、対象が自

分のものだという所有感覚を身に付けることを普通は「労働を加える」とは呼びませ

ん。上で引用した30節を正確に読めば、野兎を狩り立てる場合に何が労働なのかが具体

的に説明されています。ロックは上で引用した文章の２行後で次のように言います。

野兎について発見し追いかけるというだけの労働を費やした人は、野兎を自然
の共有状態から取り出し所有権を得たのである。（30節15～18行）

ですから、正確に言うと、野兎を追いかける人が野兎の所有権を認められるのは、野兎

を自分のものだと思っているからではなくて、発見し追いかけるという一定の労働をし

たからです。

第２節　功績

　一体化も心理的一体化も、何かを所有しようとする人に関して何らかの事実を述べて

はいるでしょう。しかし、一体化または心理的一体化の事実は、その人が対象を私有す

べきか否かとは関係がないように思われます。そこで第２に、「功績（desert）」と呼

ばれる見方があります56。正義の原則を一般的に言うと、「同様の条件の人は同様に処

56 下川2000：128～133、森村1995：124～126、1997：122～127、Simmons 1992:



37

遇し、条件が異なる場合には別様に処遇すべきである」となります（Feinberg: 99）。

もし誰かが他の人とは違って何かを私有財産として得るべきであるならば、その人はそ

の私有財産を得るに値する何かをしたからでしょう。労働することがこの何かに当たる

という見方です。では何故、労働することが私有財産を得るに値する（deserve）行為

なのでしょうか。まず考えられるのは、労働することを神が人間に命じているから、と

いう理由です。実際、ロックは労働することが神の命令であると述べています（32節

10～12行、35節13～14行）57。そうであれば、労働によって人間は神の命令を果たし

ているのですから、それに対して報酬が与えられるのももっともでしょう。確かにロッ

クによれば、神は人間に労働することを命じていますし、労働の結果として人間は私有

財産を得ます。しかし、労働と私有財産を結び付ける道筋は、神の命令に従っているか

らということでしょうか。労働したからといって、神の命令に従っているとは限りませ

ん。神の命令など全く知らない可能性もあるからです。例えば、アメリカの原住民は労

働することが神の命令であるとは知らず、神の命令に従うために労働するわけではあり

ません。この場合、労働することは神に対する敬虔な行為ではありません。道徳的観点

から見た場合、アメリカ原住民の労働はたまたま神の命令に適っているだけであって、

神の命令に従っているわけではないのです58。またたとえ労働することが神の命令でな

くても、やはり人間は労働するでしょう。それでも、労働した以上は労働を加えた対象

に対して私有財産権を得るでしょう。神の命令に従ったのであろうと単に利己的な動機

から労働したのであろうと違いがないのです。とすれば、労働することが私有財産を得

るに値する行為である理由は、神の命令に従っているから、ではありえません59。

　では何故労働することが私有財産を得るに値する（deserve）行為なのか、もう１度

59 さらに加えれば、神の命令に従っているからという理由が、神の存在を信じない人にとって
説得的でないことは言うまでもない。

58 神の命令に適った行為と神の命令に従った行為の違いについては、カントの義務に適った行
為と義務に基づいた行為の区別を参照（カント：30～33）。

57 『聖書』の典拠としては「創世記」の「産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の
魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ」（１章27節）、および「お前は、生涯
食べ物を得ようと苦しむ。‥‥お前は顔に汗を流してパンを得る」（３章17～19節）であろ
う。

246、Waldron 1988: 201-06、Becker: 655-56, 659-60, 662-64、Gaus: 165-66, 172-3 など
を参照。
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考えてみましょう。次に考えられるのは、労働することが苦しいことだから、という理

由です。労働によって得られた土地についてロックは次のように述べています。

人は、他人の労働によって既に改良された土地に干渉すべきではない。もしそ
んなことをすれば、明らかにその人は、自分には何の権利もない、他人が苦労
して得た利益（the benefit of another ’s Pains）を欲しがっているのであ
る。（34節９～11行）

この文章は、人が労働の結果として土地を得るのは、労働が苦痛だからであり、労苦に

対する報酬であるという見方を示唆します。またロックはしばしば「労働（labour）」

という言葉に代えて、「労苦（pains）」という言葉の他に「勤労（industry）」「骨

折り（toil）」「汗（sweat）」という言葉も使います60。ここで検討している、労働が

私有財産を得るに値する功績であるという見方は非常に道徳主義的な見方です。労働が

苦痛であるというだけの認識であれば、それは事実の認識に過ぎません。しかし、労働

は苦痛であるが故に労働することは有徳な行為であり報われるに値するということであ

れば、それは独特の労働観になります。このような労働観は「資本主義の精神」に通じ

るものです61。例えば、資本主義精神の典型例と見られるベンジャミン・フランクリン

は『自伝』の中で、節制（temperance）、規律（order）、節約（frugality）、勤勉

（industry）など13の徳目を挙げて「徳を積むということは例外なしに自分の利益につ

ながることなのだという教え」を説いています（フランクリン：174～183）。またこの

ような労働観は社会主義の精神にも容易に繋がっていきます62。例えばマルクスは、商

品の価値はその商品の生産に必要な労働の分量（時間）によって決まると言い、労働し

た人は労働に応じた報酬を得るに値すると主張します（マルクス：54～80）63。それは

62 Waldron 1988: 203-04 および森村1997：122 を参照。

61 「資本主義の精神」についてはウェーバーを参照。

60 『市民政府論』第５章で「労苦（pains）」という言葉が使われるのは、30節12行、34節
11行、37節32行、42節12行、43節13行である。下川の注記に43節10行とあるのは間違いと
思われる（下川2000：34）。「勤労（industry）」という言葉が使われるのは、31節14行、
34節14行、36節30行、37節10行、38節12行、42節４行、10行、12行、26行、43節23行、
45節12行、46節11行、48節１行、12行である。下川の注記では42節26行が抜けている（下
川2000：34）。「骨折り（toil）」と「汗（sweat）」という言葉は43節14行で使われてい
る。
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ともかくとして、労苦が報われるべきであるという主張は私たちの道徳感情に強く訴え

かけるところがあります。

　それにも拘わらず、労働が苦痛であるが故に報われるに値するという見方はロックの

私有財産論の解釈としては妥当しないように思われます。というのは第１に、苦労する

ことはそれ自体で賞賛に値することだとは考えられないからです。一般に、善いと言わ

れる活動は、それ自体で善いと言われるもの──つまり目的として善いもの──と、何

か他のことのための手段として善いと言われるものとに分かれます64。苦労すること

は、それ自体が目的ではないでしょう。森村も指摘するように、「坂の上に岩を押し上

げては、ころがり落ちるその岩をまた押し上げるシシュポスの労働」は、どれほど苦し

くとも無意味なことでしかありません（1997：125）。苦しければ苦しいほど苦労はむ

しろ避けるべきことであり、もし苦労することが善いと言われるとすれば、それは他の

何らかの目的のための手段として善いのでしょう。

　第２に、労働と苦痛の結び付きもそれほど確固としたものではありません。まず労働

が苦しいとしても、苦しいことが労働とは限りません。例えば、登山をする人はしんど

い思いをして山に登るとしても、その活動は普通は労働ではありません。またすべての

労働が苦しいとも限りません。例えば詩を書くことのように、中には楽しい労働もある

でしょう。ですから、労働が苦しいとしても、それは多くの労働がたまたま苦しいとい

うに過ぎず、苦痛は労働の本質的特徴ではありません。

　第３に、苦痛とは苦しんだ人の経験を言うものです。ですから、もし仮に苦痛が報酬

に値するとしても、苦痛の経験は苦しんだ人がその苦痛に応じた報酬を受けるに値する

ことを正当化するに過ぎません。つまりこの見方では、確かに誰がどれだけを所有すべ

きかは言えます。しかし、どの特定の対象が私有財産として正当化されるのかについて

は何も言えていません。他方、ロックの私有財産論では、特定の対象が私有財産になる

ことの根拠として、その対象にもたらされる変化を考えています。「労働を加える」と

いうのは、もちろん人が対象に労働を加えるという意味ですが、特定の私有財産の正当

64 目的として善いことと手段として善いことの区別に関しては、アリストテレス『ニコマコス
倫理学』第１巻第１章1094a3-6 を参照。

63 マルクスは、剰余価値を生み出す剰余労働が不払労働であると言う時、労働に対して報酬が
支払われないことを不正義だと断じている。
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化の要は、人の経験にあるというよりも対象の側の変化にあります。ですから、労働が

報われるに値する理由として、労働が苦痛だからという見方は、ロックの私有財産正当

化の論理をすり替えることになります。

第３節　価値創造

　では、労働が現に苦痛である場合、私たちが本来なら避けるべき苦痛を敢えて堪え忍

ぶのは何故でしょうか。言い換えると、苦痛に耐えてまで労働する目的は何でしょう

か。この問いを考えることから、「労働を加える」ことについての第３の見方、つまり

「価値創造」と呼ばれる見方が生まれてきます65。「労働を加えること」についてロッ

クは37節で次のように述べています。

自然の産物に労力をかけた人、つまり労働を加えてその物を自然のままの状態
から何らかの仕方で変えた人は、そのことによってその物に所有権を獲得し
た。（37節33～35）

ここでは「労働を加える」ことの内実が一般的に、「対象を自然のままの状態から変え

る」ことと説明されています66。では、どのように変えるのでしょうか。

労働は、対象に万物の母なる自然が与えた以上の何かを付け加える。（28節
９～10行）

「自然にある以上のものを付け加える」という点が土地については「改良する」とも表

現されます（32節10～14行、33節１～２行、他）。ですから、対象を自然のままの状態

から変えるというのは、良い方向に変えるのでしょう。この点をもっとはっきり述べた

箇所が40節にあります。

あらゆるものに価値を付け足すのが労働である67。（40節３～４行）

66 同じことが27節では「自然のままの状態から引き離す」ことと説明されている（27節
４～６行）。確かにどんぐりを採取したり猪を捕獲する場合には、「引き離す」という表現の
ほうがしっくりとくるだろう。しかし、単なる空間的移動が問題になっているわけではないの
で、「変える」のほうがより正確な表現である。

65 下川2000：133～138、森村1995：44～51、1997：116～122 などを参照。
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そしてロックは、土地の価値を農産物の収穫によって計り、労働が加えられていない土

地は労働が加えられた土地に較べて多めに見積もっても10分の１（40節10～11行）、小

麦の収穫で計ると1000分の１の価値しかないと主張します（43節１～７行）。10分の１

と1000分の１では大きく異なりますが、要は「物の価値の大部分を創りだすのは労働で

ある」ということでしょう（42節14～15行）。この点は土地について当てはまるだけで

なく、パンのように私たちが直接利用する製品の場合には一層明らかでしょう。ロック

は次のように述べます。

私たちが直接利用する製品の価値を正しく評価し、それにかかった費用を数え
て、どれだけが純粋に自然の代価であり、どれだけが労働の費用であるかを計
算するならば、大抵の製品の場合、99パーセントまでが労働の費用であるこ
とが分かるだろう。（40節11～15行）

　労働が加えられる前には存在しなかった価値を労働した人が創りだすのですから、労

働した人が自分で創りだした価値を所有することはごく自然なことでしょう68。少なく

ともその価値に対して他人が所有権を主張できる根拠はないように思われます。ですか

ら、この「価値創造」と呼ばれる見方は、私有財産正当化の議論として相当の説得力が

あり、私としては基本的に有効な議論だと考えます。もちろんこれは労働が結果として

対象の価値を高めた場合に言えることであって、対象の価値が下がったり変わらなかっ

た場合には労働は単に徒労であって、苦労したからといって私有財産が生まれるわけで

はありません。私有財産正当化の根拠は、労働の苦労という側面ではなくて、価値創造

という側面にあるからです。

　しかしながら、この価値創造という見方に疑問を呈することはできます。人がある素

材に労働を加えて、ある価値を創りだしたとしましょう。そのことが何故、その素材に

対する所有権を生むことになるのでしょうか。労働が素材に価値を付け加えた時、その

68 森村1995：50、1997：116, 121および下川2000：137～138 を参照。

67 40節３～４行の「the difference of value（価値の差）」は、労働が加えられていない物と
労働が加えられた物との価値の差であって、労働が加えられた物Ａと労働が加えられた別の物
Ｂとの価値の差ではない。したがって、敢えて「価値の差」と訳すまでもない。労働が加わる
前に較べて、労働が加わることによって対象の価値が変わるということが分かればよいのであ
る。
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素材の価値は上がります。例えば、人が木を伐り、製材し、机を作ったとしましょう。

この場合、木を伐るとか、製材するとか、机を作ることが労働であり、そういった労働

が木の価値を高め、机を生みだします。生みだされた机は、木という素材と加えられた

労働・価値とから成り立っていると言えるでしょう。では何故、労働した人は、この付

加価値に対する権利だけではなくて、机の全体に対する所有権──素材の所有権までも

含めて──を得るのでしょうか。

　この批判にロックは次のように答えるでしょう。

人の手が加えられていない土地はほとんど何の価値もない。（43節８～９
行）
自然や大地は、ほとんど無価値の原材料を提供するに過ぎない。（43節
21～22行）

だから、人が労働によって土地を改良した場合、

労働に基づく所有権が土地の共有権を凌駕する。（40節２～３行）

つまり、労働が加えられていない自然資源はほとんど無価値なので、労働が創りだす付

加価値と較べた場合あたかも無価値であるかのように扱ってもよい、したがってまた労

働に基づく所有権と較べた場合、生の自然資源に対する共有権もあたかも存在しないか

のように扱ってよい、というのです。少し上で述べたように、ロックは製品の価値のど

れだけが労働に由来しどれだけが自然に由来するかに関して、労働に由来する分が99

パーセントであり自然に由来する分が１パーセントであると述べています（40節11～16

行）。ですから、99パーセント分に対する私有財産権を尊重するために１パーセント分

に対する共有権は無視してよい、ということです。

　これは大雑把な論理であると言えます。大雑把な論理としてはだいたい通用すると思

いますが、厳密性を欠きます。例えば、Ａさんの所有する材木にＢさんが労働を加えて

素晴らしい彫刻を作りあげたとしましょう。この時、Ａさんの所有していた材木の価値

が出来上がった彫刻の価値の100分の１であったとします。では、出来上がった彫刻は

Ｂさんの所有になるでしょうか、Ａさんの所有になるでしょうか。上の大雑把な論理で
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行けば、99パーセント分に対するＢさんの権利が１パーセント分に対するＡさんの権利

を凌駕すると言えるでしょう。しかし、そもそもＢさんがＡさんの意に反してＡさんの

私有財産に手を加えていた場合には、ＢさんはＡさんの私有財産を侵害したことにしか

ならないでしょう。またＡさんの許可を得て彫刻を彫った場合でも、それはＡさんの材

木に彫刻を彫る許可を得ただけであって材木を譲渡されたのではないでしょう。とすれ

ば、出来上がった彫刻は依然としてＡさんの所有であると言わざるをえません（もちろ

ん、ＢさんがＡさんに雇われて彫刻を彫ったのであれば、Ｂさんはその労働に対する正

当な報酬を得る権利があるでしょうが）。つまり、Ａさんの私有財産権は決して消えて

なくなりはしないのです。同じように生の自然資源に対する人類の共有権も、たとえ付

加価値の私有財産権によって凌駕されるとはいえ、決して消え去りはしないで僅かでは

あってもどこかに残っていると考えられます69。

　もう１つ批判的な点を付け加えると、ロックは自然資源の価値を過小評価しているの

ではないか、と言うこともできます。ロックは労働に由来する価値が99パーセントで、

自然に由来する分は１パーセントであると見積もっていましたが（40節11～15行）、例

えば福沢諭吉は次のように述べています。

心身の働きをもって衣食住の安楽を致すもの、これを一人の身についての働き
という。然りと雖も天地間の万物、一として人の便利たらざるものなし。一粒
の種を蒔けば、二、三百倍の実を生じ、深山の樹木は培養せざるもよく成長
し、風はもって車を動かすべし、海はもって運送の便をなすべし、山の石炭を
掘り、河海の水を汲み、火を点じて蒸気を造れば重大なる舟車を自由に進退す
べし。この他造化の妙工を計うれば枚挙に遑あらず。人はただこの造化の妙工
を籍り、僅かにその趣きを変じてもって自ら利するなり。故に人間の衣食住を
得るは、既に造化の手をもって九十九分の調理を成したるものへ、人力にて一
分を加うるのみのことなれば、人はこの衣食住を造ると言うべからず、その実
は路傍に棄てたるものを拾い取るが如きのみ。（福沢：83～84）

福沢の見積もりはロックとは正反対で、99パーセントが自然に由来し、労働に由来する

分は１パーセントであるというのです。もしそうであれば、自然資源の共有権が労働に

69 この自然資源に対する本来的な共有権が、私有財産を制限する時の根拠として効いてくる。
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基づく私有財産権を凌駕することになるでしょう。ではロックと福沢と、いずれの見積

もりがより真実に近いのでしょうか。というよりもむしろ、二人の見積もりがこれほど

大きく異なるのは、価値を評価する際の観点が違うのではないでしょうか。どう違うの

でしょうか。

　福沢の見方は至極もっともです。例えば人が山で栗を拾ったり茸を採ったりする時、

その人は自分の労働で栗や茸を創りだすのではありません。むしろ反対に、栗や茸が一

定の性質をもち、人間に役立つものとしてそこにあるから、人は栗や茸を採ったり拾っ

たりするのであって、拾ったり採ったりすることが栗や茸の価値の大部分を構成してい

ると考えることは困難です。種を蒔く場合にも、風を利用して風車を回す場合にも、石

炭を燃やして機械を動かす場合にも、同じことが言えます。人が種を蒔き、風を利用

し、石炭を燃やすのは、種に細胞分裂して成長しやがて豊かに実をみのらせる力があ

り、風に羽根を押し動かす力があり、石炭が内に大きな熱量を宿しているからでしょ

う。たとえ人間が蒔かなくても、種は一定の環境条件が備われば成長し、風は人間が利

用しなくても勝手に吹いており、石炭はたとえ人間が燃やさなくても自然に火災を起こ

しえます。人間は、種や風や石炭が既にもっている力を自分に役立つような方向に向け

変えて利用するに過ぎないのです。

　それでは、ロックはこれに対していかなる論理で、価値の99パーセントが労働に由来

し、自然に由来する分は１パーセントに過ぎないと主張するのでしょうか。そこの所の

ロックの論理はコーエンがうまくまとめているので、コーエンの解釈を借用しましょ

う。コーエンによれば、ロックが労働の寄与分を算定する論理は「減算基準」と呼ぶこ

とができ、次のように定式化できます（コーエン：248～249）。

（労働を加えた場合の土地の生産高－労働を加えなかった場合の土地の生産
高）／労働を加えた場合の土地の生産高

この式を使ってロックは、労働の寄与分が99パーセントだという結論を引き出します。

労働の寄与分が99パーセントですから、土地の寄与分は１パーセントになります。ここ

で労働の寄与分が厳密に99パーセントであるのか、90パーセントであるのか、99.9パー

セントであるのかは、ロック自身の見解も一定していませんし、重要な事柄ではありま
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せん。ロックの結論は「労働が物の価値の大部分を創りだす」ということで（42節

14～15行）、重要なのはこの結論に至る論理です。それは、労働が加えられた物の価値

と労働が加えられない物の価値の差は労働が創りだしたという考えです。

　しかし、コーエンも指摘するように、労働の貢献分と自然資源の貢献分を算定する

ロックの論理は妥当性を欠きます。ロックの論理は、以下の２点を混同しているからで

す。

(1)　労働を加えることで、土地の生産高が10倍になる70。

(2)　労働が、労働を加えた土地の生産高の90パーセントを創りだす。（コーエン：

253～254）

(1) は正当な論点ですが、(1) から(2) は帰結しません。(1) は生産高上昇のきっかけを

言っているだけで、生産の因果関係ましてや生産における労働と土地の貢献比について

は何も言っていません。(1) は事実として受け入れられるとしても、それだけからはそ

の生産に対する労働と土地の貢献比率は何も分からないのです。例えば、１日に１リッ

トルの水が滴りでてくる水源で人が１時間掘ったら湧水量が１日100リットルになった

としましょう（コーエン：252～253）。その時、100リットルの水の99パーセントが労

働に由来し土地の貢献分は１パーセントに過ぎないと言えるでしょうか。むしろ労働の

貢献のほうが些末ではないかと思われます。

　ロックの論理「減算基準」から、労働が物の価値の大部分を創りだすという結論が導

き出せないことは、減算基準を土地に当てはめてみることによっても分かります。ロッ

クの論理によれば、土地の寄与分は次の式によって与えられます（コーエン：255）。

（土地が与えられた場合の労働の生産高－土地がなかった場合の労働の生産
高）／土地が与えられた場合の労働の生産高

この場合、土地（自然資源）がなかった場合の労働の生産高は０と見てよいわけですか

ら、土地の寄与分は100パーセントだということになります。土地の寄与分が100パーセ

ントですから、労働の寄与分は０パーセントになります。しかしこれは、上で見た労働

70 ここでコーエンは例としてたまたま10倍という比を（恐らくロックの40節４～11行に倣っ
て）用いている。
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の寄与分が99パーセント、土地の寄与分が１パーセントという結論と矛盾します。要す

るに、土地と労働が組み合わさった場合の生産高に較べて、労働がなくても生産高が激

減するけれども、土地がなくても生産高は絶無になるということです。ですから、労働

に基づく所有権が自然資源の共有権を凌駕する、とは必ずしも言えません。

　確かに、自然資源に労働を加えれば、労働は何らか新しい価値を生みだします。そし

て労働が創りだした価値を労働した人が所有するのはもっともでしょう。しかし、労働

によって加工された物の価値のうちどれだけが労働に由来しどれだけが自然に由来する

かは全く明らかでなく、物の価値の大部分を創りだすのが労働であるとは直ちには言え

ません。労働と自然の貢献比率を算定するには、個別的により複雑な推論と慎重な判断

が必要でしょう。

第４節　効用

　さて、今まで論じてきたのは「価値創造」という第３の解釈ですが、それと関連した

第４の解釈として「効用」と呼びうる見方があります。つまり、労働には一定の効用が

あるので、労働によって得られた物を労働した人の私有財産として認めてよいという考

えです。このような解釈を示唆するものとして、ロックは次のように述べています。

労働によって土地を私有する人は、人類の共有財産を減らすのではなく増加さ
せる。というのは、囲い込まれ耕された土地１エーカーから生産される、人間
の生存に役立つ食料は、同じように肥沃な土地１エーカーが共有のものとして
荒れ地になっている場合に生産される食料の10倍である。したがって、土地
を囲い込んで10エーカーの土地から、自然に任された100エーカーの土地から
得られるよりも多くの食料を生み出す人は、人類に90エーカーの土地を与え
ていると言ってよい。（37節11～20行）

この文章に少し先立つ36節でも、次のように述べられています。

スペイン本国でも、土地に対して何の私有権も存在しない場合71、人はただ活

71 直訳風に訳せば「自分が何の私有権ももたない土地でも（Land he has no other Title
to）」となるが、次に来る文章から明らかなように、この土地は誰の私有地でもない土地のこ
とであって、「他人の私有地でも」という意味にはならないだろう。
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用するというだけの権原に基づいて、土地を耕し種を蒔き収穫を得ることが許
されている。それどころか、住民は、打ち捨てられて荒れた土地を勤勉に耕
し、必要な穀物の貯えを増やしてくれた人に感謝する。（36節26～31行）

元々共有だった土地を人が労働を加えることによって私有化したら、その分だけ共有の

土地は少なくなります。したがって、私有財産成立の付帯条件──「他人にも十分なだ

け同様な質の物が残されている限り」──が満たされないのではないか、という危惧が

ありうるでしょう。そのような危惧を払拭すべく、ロックは矛先を転じて、私有化に

よって人類の共有財産が増加すると主張します。増減の数字上の論理は上で引用した通

りですが、もう一度繰り返せば、10エーカーの土地を私有化する人は共有地を10エー

カー減らすというよりも90エーカー増やすに等しいというのです──もちろん、これは

共有地が現実に90エーカー増えるということではなくて、収穫が90エーカー分増えると

いう意味です。その結果、人々は、10エーカーの土地を私有化する人に不満を言うどこ

ろか感謝するというのです。

　「効用」という言葉が既に示唆するように、この解釈は功利主義的な見方です。ただ

しそれは、労働することが功利に適っているから善いとだけ言うのではありません。労

働することが功利に適っているというだけのことは、私有か共有かという財産の所有形

態に関わりなく成り立つでしょう。それでは労働を正当化する議論にはなっても私有財

産を正当化する議論にはなりません。正確に言えば、この「効用」という見方は、私有

財産成立の原則──人が労働を加えた物はその人の私有財産になる──が功利に適って

いるから善いと主張するのです。ここには２つの論点が含まれています。第１の論点

は、私有財産制度のほうが共有制よりも資源の管理に配慮が払われ生産的であるとい

う、私有財産の単純な功利主義的正当化論です。このような知見は古く、既にアリスト

テレスが指摘していますし（『政治学』第２巻1261b33-38, 1263a26-29）、英語の諺に

も「Everybody’s business is nobody’s business.（共同責任は無責任）」とある通り

です。現代では「共有地の悲劇」としてよく知られた論点です（ハーディン：

451～454）。共有地の悲劇は簡単に紹介しておきましょう。例えば、共有の牧草地があ

るとします。そこでは誰でもが自分の牛を連れてきて草を食べさせることができます。

誰の場合でも、１頭でも多くの牛を育てたほうが得になりますから、皆がより多くの牛
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に共有地の牧草を食べさせようとします。そうすると遠からず、有限の牧草地にとって

過度の放牧になり、牧草地が荒廃したら全員が共倒れになります72。このような悲劇

は、牧草地の管理責任者がいないために起こるので、牧草地を共有から私有に変えるこ

とによって避けることができるというわけです。この第１の論点を上で「単純な」功利

主義的正当化論と呼んだのは、この議論が私有のほうが共有よりも功利に適っていると

言うのみで、何を誰が私有すべきかについては何も言わないからです。

　それを言うのが第２の論点で、つまり、平等主義的な均等配分やくじなどによる不均

等な分配 73よりも、労働した人に対してその労働が価値を加えた物（付加価値だけでは

なく自然の素材もろとも）を私有財産として認める方法が功利に適っているというので

す。それは、このような私有財産成立の原則のほうが労働意欲を促すと考えられるから

です。人は自分自身の利益のためには一生懸命働くでしょう。しかし逆に、私有財産が

保証されない所、例えば自分が育てた稲を一夜の内に他人が勝手に収穫していってしま

う所では、働いても無駄であり、人は働くのが馬鹿らしくなるでしょう。

　さて、私有財産のこのような功利主義的正当化は、一見したところ、非常に説得的に

思えます。しかし、子細に検討すれば、いくつかの難点があります。まず第１の論点は

疑うべくもない常識と思われるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。それ

は、財産の所有形態の選択肢が私有と共有の２つとは限らないからです。ですから、た

とえ私有のほうが共有よりも優れているとしても、私有よりもっと優れた所有形態があ

りえます。ホメロスが「二人で行けば、有効な策をどちらかが先に思いつく」と歌い

（第10巻224～225行）、日本の諺にも「三人寄れば文殊の知恵」とあるように、一人が

私有するよりも二人か三人か少数の人が共同所有するほうが、注意が行き渡って財産が

より賢明に管理されるということはあるでしょう。とすれば、功利主義の論理は、必ず

しも財産の私有（個人所有）を支持するとは限りません74。共有地の悲劇も、管理責任

者がいない場合の不都合を指摘するだけですから、必ずしも共有地の完全な私有財産化

74 ただし、この難点はそれほど強力ではないかもしれない。たとえ少人数による共同所有が一
人による私有より優れているとしても、少人数による共同所有は、人類の共有や多人数の共有
と較べた場合、むしろ私有の１種と見ることもできるからである。例えば、家族の財産は私有
財産と見なしてよいだろう。

73 くじの他、性別による不平等な分配、身長に応じた不平等な分配などが考えられる。

72 魚の乱獲や大気の汚染も同種の問題である。
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を要請するわけではありません。管理責任者がいない場合の不都合は、管理組合を設け

たり、管理責任者を立てることによって解決するからです。少なくとも共有地が比較的

小さく共有権者の数がそれほど多くない場合には、このような対策を講じることは十分

に現実的です。地球全体を人類が共有するといった場合には、管理組合を設けることは

困難ですが75、その場合でも地球の資源を小さな区画に分けてそれぞれに管理責任者を

割り当てることは可能だと思われます。つまり、財産の所有と管理を切り離して、所有

は依然として共有だけれども管理は個人に委ねるという考え方です。例えば、現代の株

式会社の場合、所有権者は株主の数だけ多数いますが、管理運営は一人または少数の経

営者に委ねられています。ですから、共有地の悲劇を避けるためには、私有財産成立の

原則は必ずしも必要ではなくて、管理責任者成立の原則であっても足りるわけです。

　次に第２の論点は、労働意欲のある人に対してその労働に応じた報奨を約束すること

によって労働を促すという考えですが、その報奨が、労働が加えられた物そのものであ

らねばならない必然性はありません。労働が加えられた物の半分とか２倍という報奨も

考えられます。例えば、採集した茸の半分は自分のものにしてよいが半分は他の人に分

け与えるとか、原始林を１ヘクタール開拓した人にはその１ヘクタールの他にもう１ヘ

クタール原始林を与えるというようなことです。また、労働が加えられた物とは違う形

の報奨──名誉、権力、収入など──も考えられます。例えば名誉の場合であれば、労

働した人は賞賛されるとか、牛をしとめた人は自分の身体に一定の彫り物を許されると

いうようなことです。権力の場合には、一定の職位を与えられるとか、共有地の悲劇に

関して示唆したように、ある対象に労働を加えた人はその対象に対する完全な所有権で

はなくて管理・使用権を認められるというようなことです。さらに、報奨は金銭という

形であってもよいし、米などのように、労働が加えられた物とは別の原物であってもよ

いでしょう。実際、現代においては、金銭という形の報奨が最も重要な役割を果たして

いるように思われます。要するに、私有財産成立の原則が労働意欲を促すとしても、そ

れが労働意欲を促す唯一の方法ではないし、他の方法よりも効果が大きいという保証も

ないのです。実際にどのような報奨が最も有効かは、労働の種類──例えば単純労働

か、武勇を必要とする労働か──によっても違うでしょうし、人々が生きている文化─

75 一定の資源についてならば、国際連合その他の機関を通じて多くの国が共同管理することは
可能である。
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─例えば貴族文化か商人文化か──によっても異なるでしょう。このように、功利主義

的議論が依拠する効用は様々な要因によって左右されるので、私有財産を正当化すると

は一概には言えず、私有財産を正当化することもあれば他の方法を正当化することもあ

るのです。

　上で示唆した私有財産に代わる他の（報奨）方法に関しては、「そのような方法は一

定の政治社会が成立している場合に、その枠組みの中で可能なのであって、自然状態に

おいて現実的な選択肢ではない」と反論されるかもしれません。例えば、貨幣の導入以

前の自然状態では、労働に対する報奨として金銭を用いることは不可能ですし、貨幣の

導入後でも自然状態では、誰がお金を出すのでしょうか。政治的意志決定の仕組みが存

在しない所で、労働した人に人々が自然発生的にお金を出すと考えることは困難です。

これは確かにもっともな反論ですが、果たして私有財産を救うことができるでしょう

か。もちろん、貨幣が存在しない自然状態では、労働意欲を引き出す報奨として金銭を

用いることはできません。ですから、労働が加えられた物を報奨として与えるしかな

い、というのでしょう。しかし、このように労働が加えられた物が報奨の１形態に過ぎ

ないこと、したがって他の形の報奨もありうることを認めることは、私有財産成立の原

則に必然性がないことを認めることにもなるでしょう。自然状態では、労働が加えられ

た物しか報奨として使えなかったとしても、政治社会がその制約に縛られる必要はあり

ません。ですから現代では、報奨という論理は、労働が加えられた物の私有化を必ずし

も要請しないのです。労働意欲を引き出す報奨としては、むしろ金銭のほうが重要な役

割を果たしていると考えられます。

　以上の次第で、私有財産の正当化には、他の物ではなく労働が加えられた物が私有財

産として認められるべきことを主張する、より強固な論理が必要であると思われます。

第５節　自由の拡張

　そこで最後に検討するのが、「自由の拡張」または「人格の拡張」と呼ばれる第５の

解釈です76。まず、ロックの考えによれば、私有財産権の基礎は自己所有権にあります

（44節）。自己所有権とは、自分の身体を自由に支配できる権利です（190節１～３

76 下川2000：126～128、Simmons 1992: 271-77 などを参照。
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行）。これは、各人が自由であること、言い換えると他人による恣意的な干渉や支配を

受けないことを意味します（４節３～６行）。このように自分の身体を自由に支配でき

ることは、人間が道徳的存在であるために絶対に必要不可欠です。身体がなければ何も

できないように、自分の身体の自由が制限されれば自分自身の自由が制限されるので

す。では、自分の身体を自由に使うことができればそれで十分かと言えば、そうではあ

りません。もし共有の自然から日々の食べ物を採取し、採取しただけの食べ物を消費す

るのであれば、それは生存するだけの存在に過ぎず、人間的というよりも動物的でしょ

う。それでは、人間が人間らしい生き方をするためには何が必要でしょうか。自分の人

生を組み立てること、その日暮らしではなく、計画的に人生を組み立てることが、人間

の自律ということにとって必要不可欠だと思われます。そしてそのためには、人生を組

み立てるための資材が要ります。つまり、将来にわたる計画をもちうるためには、自然

資源を直接に消費するだけではなくて、自然資源を私的に保有することが必要です。そ

うして初めて、必要な時に必要な物を自由に使うことができます。例えば、家を建てる

には相当の日数を要しますが、もしその途中で私的所有権が尊重されないなら、つまり

未完成の家を他人がもち去ることが許されるなら、家を建てるという行為は成り立たな

いでしょう。また、家を建てるのは完成した家に継続的に住むためですから、もし完成

した家を他人が勝手に占拠することが許されるなら、やはり家を建てるという行為は成

り立たないでしょう。ですから、自然状態において家を建てて人間らしい生活をするた

めには、建てた家の所有権が尊重されることが必要です。

　では何故それは、他でもない自分が建てた家の所有権なのでしょうか、なぜ他人の所

有権ではないのでしょうか。建てた人と建てられた家との特殊な結び付きはどうして生

まれるのでしょうか。それは、家を建てるという行為によって、建てられた家が、建て

た人の人生設計に組み込まれるからです。つまり、労働は一定の目的のために行われ、

その行為によって、労働が加えられた対象は、労働した人の自由の実現にとって不可欠

なものになるのです。労働の目的が労働する人によって自ら選び取られたものである限

り、その目的の実現はその人の自由の実現でもあります。ですから例えば、家を建てて

人間らしい生活をするという目的の実現は、人間らしい生活をする自由の実現です。

　「人間らしい生活」ということには、自律的な生活ということが含まれます。自律的
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な生活とは、様々な自然的・社会的要因に脅かされるのではなく、自分がしたいことを

するためにいちいち他人の承認を必要とするのでもなく、自分の生活を自分で自由に支

配できることです。人は労働することによって、そのような自由の領域（基盤）を獲得

するのです。

　この見方は、私有財産正当化の根拠としては主観的であると思われるかもしれませ

ん。というのは、この見方によれば、労働が私有財産を生むのは、要するに労働した人

が労働を加えた対象を自分の人生設計に組み込んだからです。しかし、人生設計とはそ

の人が自分の頭の中で考えたことに他なりません。この点をナーヴソンが非常にはっき

りと認めているので、少し長くなりますが、ナーヴソンの文章を引用します。

「なぜ労働した人は、労働が加えられた対象全体（素材を含めて）に対して所
有権を得るのか」という問いに対する簡明直截な答えは、労働した人はその対
象を自分のものにしようとしていたということである。労働した人は、その対
象全体を使って様々なことができるようになることを期待していた──それこ
そが労働という行為のそもそもの目的だったのである。もし我々が自由尊重の
前提を受け入れ、人間にはしたいことをする自由があることを認めるのであれ
ば、その自由という一般原理で既に十分に（他人の自由を侵害するような特別
な事情がない限り）私有財産権は基礎付けられるのである。（Narveson:
83）

つまりナーヴソンによれば、人はしたいことをする自由があるので、労働を加えた対象

を自分のものにしたいと欲求し意志すればそうしてよいのであり、私有財産の根拠とし

ては人が対象の私有化を意図したということで十分だというのです。

　このような見方は、私有財産を人の意志という薄弱なものに基づけることになるで

しょうか。必ずしもそうではありません。というのは、まず第１に、確かに特定の物を

自分のものにしたいと願うかどうかは偶然的なことであり、人によって願ったり願わな

かったりという違いがあるでしょう。例えば、私がこのドングリまたは貝殻を欲しいと

思ったとしても、他の人がその同一のドングリまたは貝殻を欲しいと思うとは限らない

でしょう。他の人はドングリまたは貝殻に何の興味も示さないかもしれませんし、興味

があったとしても、私が欲しいと思ったその同一のドングリまたは貝殻を欲しいと思う
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必然性はありません。しかし、個別的な対象の次元ではなく少し抽象的な次元で考えれ

ば、自分の自由の実現のために必要な資源を私有化したいと願うことは全ての人に共通

な普遍的欲求でしょう──自分の自由を実現したいと願うことは、人間の本性に基づい

た欲求です。ですから、労働を加えた対象を自分のものにしたいという意志は、主観的

ではあっても、決して恣意的ではありません。第２に、対象を自分のものにしたいとい

う意図は、単なる意図であってはいけません。つまり、あれをこうしてああしたいとい

うことを頭の中で構想しているだけでは十分ではありません。そのような頭の中のこと

がらは他の人には分からないからです。そうではなく、自分の意志を客観化する必要が

あります。つまり、対象を自分のものにしたいという意志が真剣なものであることを、

誰にもよく見える形で具体的に示す必要があります。それを示すのが、労働を加えると

いう行為でしょう。労働を加えることによって世界が客観的に変わるわけですから、対

象を自分のものにしたいという意志は客観的な在り方を得ることになります。したがっ

て、私有財産を自由の実現と結び付けるこの第５の解釈は、私有財産を決して単に主観

的なものに還元しようとするのではなく、私有財産の客観的な妥当性を主張できると思

われます。

　もちろん、自由の実現と言えば、直ちにその自由の内容が問われるでしょう。自由が

消極的自由と積極的自由に区別されることはよく知られている通りです（バーリン：

303～325）。消極的自由とは、他人による干渉や強制を受けないことです。ですから、

もし仮に他人が存在しなかったら、人は消極的自由という意味では完全に自由です。た

とえ自然の障碍があっても自分の能力が不足していても、関係ありません──他人が存

在しない限り、人は消極的自由という意味では完全に自由なのです。他方、積極的自由

とは、人間が真の自我を支障なく実現できることです。積極的自由の概念は、真の自我

を理想の自我とか高次の自我と捉える人たちによって、「専制政治の武器」に変えられ

てきました（バーリン：66）。しかし、そのように自我を現実の個人から切り離してし

まう解釈が自由主義に反することは、バーリンの指摘する通りです。そこでここでは自

由主義の精神に沿うよう、自我を現実あるがままの個人の意志として捉え、積極的自由

を「自分の人間としての可能性を自分が願う仕方で支障なく実現できること」と理解し

ます。「自分が願う仕方で」ということの意味は、人生設計に関して多様性を認めると
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いうことです。

　このように理解した場合、消極的自由と積極的自由の違いはより簡単に表現できるよ

うに思われます。消極的自由は、自分がしたいことを他人によって妨げられないことで

あり、積極的自由は、自分がしたいことを現に実行するだけの力が自分にあることだと

言えるでしょう。この力は能力と資力の両方を含みます──要するに、自分がしたいこ

とをするのに必要なものです。このように並べてみれば、消極的自由と積極的自由が全

く別個のものではなく、両者の間には連続性があることが分かるでしょう。つまり、ま

ず消極的自由があって、その上に積極的自由があります。言い換えると、積極的自由は

消極的自由を前提します。ですから、積極的自由を実現するために消極的自由を制限す

るというのは、本末転倒なのです。しかしながら、どの程度まで自由を尊重するかとい

う点に関しては、意見が分かれます。例えば上で引用したナーヴソンは、消極的自由で

十分だと考え、その上で労働による私有財産の獲得を消極的自由の一部だと考えます。

ただし、ナーヴソンが消極的自由で十分に私有財産を正当化できると考えるのにはわけ

があります。というのはナーヴソンは、私有化される前の自然資源が共有ではなくて無

主の状態であったと考えるからです。無主の状態であったから、人が自然資源を好きな

ようにすることを妨げるものが何もないので、私有化も当然許されるのです。しかし私

たちは、ロックが私有財産成立以前の自然資源を人類の共有と考えることを見ました

し、またそう考えることが合理的であると主張してきました。ですからこの点で、ナー

ブソンに賛成することはできません──自然資源の私有化を妨げるものが何もないとい

うのではなくて、私有財産の正当化には、人類の共有権を凌駕できるだけの、より強力

な根拠が要るのです。

　他方で、自由を単に消極的自由としてだけではなく積極的自由として捉える立場もあ

ります77。消極的自由は既に自己所有権によって保証されています。自己所有権があれ

ば自分の身体の使い方に関して他人からの制約を受けないので、そのような人は──つ

まり、すべての人は──消極的意味で自由でしょう。ではそれで、人間の自由として十

分でしょうか。消極的自由という意味では、蝉やカブト虫でも、人間に見つからず生活

環境を人間に侵害されない限りは、自由でしょう。しかしそれは人間の自由ではありま

77 Waldron 1988: 284-322、グレイ：100 などを参照。
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せん。森の中で他人の干渉を受けずに育った野生児についても同様です。人が人間とし

て自由であるためには、社会の中で一定の条件を備えている必要があります。その条件

の中で特に重要なのが教育と私有財産です。問題は、自分の身体以外の物に対する所有

権（私有財産権）を正当化する根拠は何か、ということでした。私有財産成立の原則に

関する第５の解釈が提案するのは、私有財産が人間の積極的自由にとって必要であると

いう見方です。

　私有財産は、ナーヴソンが考えたように簡単に消極的自由によって正当化することは

できません。しかし、人間が人間として自律的に生きるためには、自分の身体以外にも

他人の干渉を受けずに支配できる物が必要です。こうして積極的自由によって正当化さ

れる私有財産には、土地、建物、生産財、消費財、金銭など、ありとあらゆる物がある

でしょう。その中で何をどれだけ必要とするかは、各人の人生設計に応じて様々である

でしょう。しかし、たとえどのような人生設計をもつにせよ、なにがしかの私有財産は

必要です。しかも積極的自由はすべての人の権利ですから、すべての人に私有財産をも

つ権利があります。これは、誰も私有財産から排除されない、すべての人が私有財産を

保証されるべきだという意味です。ただし、どれだけの私有財産を保証できるかは、状

況に応じて異なりうるでしょう。例えば、大きな大陸に少数の人間がいる場合と、小さ

な島に多数の人間がいる場合では、当然、利用可能な私有財産の量が異なってくるで

しょう。また、同じ面積であっても、豊かな土地と貧しい土地とでは、やはり異なるで

しょう。ですからここでは、すべての人がどれだけの私有財産を保証されるべきかとい

う点に関しては、積極的自由を実現するのに必要な最小限の私有財産と述べておくに留

めます。

第６節　結論

　以上、なぜ労働が私有財産を生むことになるのかという点に関して５つの解釈を検討

してきました。その中で、第１の見方である一体化は、心理的一体化も含めて、権利の

問題とは無関係です。第２に、功績という見方は、労働することが何故功績になるのか

に関して説得的な説明を与ええませんでした。また、第４の効用という見方について

は、私有財産（私有財産成立の原則）と効用との結び付きが必然的ではないこと、つま
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り他の制度のほうが効用に適う可能性もあることを見ました。それに対して第３と第５

の見方、価値創造と自由の拡張は、なぜ人が労働を加えた対象がその人の私有財産にな

るべきなのかを十分説得的に説明すると思われました。そうすると、なぜ２つの解釈が

妥当なものでありうるのか、疑問に思われるでしょう。というのは、いくつかある解釈

の内、１つが正しければ他のものは間違いであると思われるからです──価値創造とい

う見方が正しいのであれば、自由の拡張は間違っているのであろうし、反対に自由の拡

張という見方が正しいのであれば、価値創造は間違っている、というわけです。このよ

うに正しい解釈を１つに限ることに抗して、近年、多元的正当化論を唱える人たちがい

ます78。今の場合、多元的正当化論とは、私有財産を正当化する議論が複数個独立にあ

るとする見方です。つまり、同じ結論に至るのに別々の経路があって、こっちの経路を

通って行くこともできればあっちの経路を通って行くこともできるというのです。しか

し、たとえ１つの解釈の正しいことが他の解釈の間違いを証明しないとしても、もし１

つの解釈が私有財産正当化論として成功するのであればなぜ第２の解釈が必要なのか、

疑問に思われるでしょう。もし私有財産を正当化する議論が複数個あるというならば、

どれが本質的な議論なのでしょうか。少なくとも、複数個あるとされる論拠の間の相互

関係を明らかにすべきでしょう。私には、私有財産を正当化する議論が複数個あると主

張するのは、私有財産の正当性を示唆する論点をあれこれと挙げているだけであり、あ

れこれと挙げることによってかえって議論を散漫なものにするように思われます。

　私自身は、上で価値創造と自由の拡張という２つの解釈が妥当な解釈だと述べました

が、その２つの解釈はそれぞれが独立にではなく、両者が合わさって私有財産を正当化

すると考えます。つまり、価値の創造と自由の拡張という両方の条件を満たした場合に

初めて私有財産が正当化されうるのです79。このことを主張するために、価値を創造す

79もちろん、私有財産の正当化のためには、私有財産成立の付帯条件や私有財産の範囲条件が満
たされることも必要である。

78 Simmons 1992: 254、森村1997：115 を参照。シモンズは、（１）人間生活の必要性と神
の意図、（２）労働混入（自由の拡張）という２つの論拠を認め、森村は、（１）価値創造、
（２）功績、（３）人格の拡張、（４）生存と繁栄（効用）という４つの論拠を認めるようで
ある。ただし、森村は別の著作では、私有財産正当化の議論として説得力があるのは価値の創
造と自由権の拡張の２つであり、その２つについて「いずれの議論も必要で」あり「片方だけ
では不十分である」と述べている（1995：45、57～59）。であれば、それに合わせてロック
的所有論を再構成してもよいのではないだろうか。
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るけれども自由の拡張にならない場合、および自由の拡張になるけれども価値を創造し

ない場合を考えてみましょう。まず、価値を創造するが自由の拡張にならない場合で

す。例えば、人間以外の機械や動物や植物が価値を生み出した場合、機械や動物や植物

が自由の意識や労働の目的意識をもたない限り、それらの機械や動物や植物に所有権は

発生しません。人間の場合でも、例えば私が捨てた種が芽を出し成長して豊かに実を実

らせたとしても、私に関心がない限り、私に所有権は発生しないでしょう。また、私が

明確な目的意識をもち、労苦して何かを作り上げたとしても、私に私有しようという意

志がない限り、作り上げた物に対する所有権は発生しないでしょう。例えば、私が自分

が所有するためではなく人々に喜んでもらおうと思って川に橋を架けるような場合で

す。ですから、対象を自分の自由の拡張のために私有財産として役立てようという意欲

がないところでは、労働が価値を創造したとしても私有財産は生み出されません（した

がって、正当化されません）。

　次に、自由の拡張になるけれども価値を創造しない場合を考えてみましょう。例え

ば、私が遊ぶためにある原っぱを利用する場合です。その場合、その原っぱは私が自由

に遊ぶことにとって必要な手段になるでしょう。しかし、その原っぱに労働を加えて価

値を高めるのでなければ、その原っぱは私の私有財産として十分に正当化されないと思

われます。つまり、なぜ他の人の利用が排除されるのかが十分に説明されません。先占

理論が私有財産の正当化論として不十分な所以です。先占理論とは、対象を他の人より

も時間的に先に占有した人がその対象に対する所有権を獲得するという原理、別言する

と、ある人がある対象を他の人よりも先に占有したという事実がその人のその対象への

所有権を正当化するという見解です。しかし、ある人がある対象を占有したという一方

的行為は、その対象をめぐるその人と他の人との間の権利関係を変えるだけの道徳的意

義があるとは思われません。もし仮にその人がその対象の所有権を望んだとしても、他

の人のほうではそれを受け入れるだけの理由がないからです80。自分の自由の拡張のた

めに必要な手段としてある対象を利用する場合も同様であって、それだけでは一方的な

80 プーフェンドルフが考えたように、先占理論は、同意に基づく最初の規約としては説得力を
もちうる（Pufendorf: 537-38; and Olivecrona: 217）。ロックも、最初に労働を加えた人に
だけ私有財産権を認めるという点では、早い者勝ちの原理を取り入れている。先占理論は、同
意に基づかない単独の理論として説得力がないのである。
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利己的行為に過ぎません。私的所有権のためには、他人を説得できるだけの根拠が必要

であり、それが対象に労働を加えて価値を創造するということでしょう。

　以上述べてきたところをまとめれば、こうなります。ロックの私有財産成立の原則─

─人が労働を加えた物はその人の私有財産になる──を支える論理・根拠は、価値の創

造と自由の拡張です。それらは労働ということの客観的意味と主観的意味と言ってもよ

いものであり、両方が備わって初めて私有財産を正当化できます。ですから、私有財産

を正当化する議論は２つあるのではなく、正当化の原理はあくまでも１つであり、労働

という１つの原理に客観的と主観的と２つの側面があると言ったほうが適切なのです。



59

第３章　問題点の解決の試み──その３

第１節　私有財産成立の付帯条件

　もう一度、ロックの私有財産成立の基礎理論を構成する３つの原則を挙げておきま

しょう。

１、私有財産成立の原則

　人が労働を加えた物はその人の私有財産になる（27節４～７行）。

２、私有財産成立の付帯条件

　「他人にも十分なだけ同様な質の物が残されている限り」（27節12～13行）。

３、私有財産の範囲条件

　腐らせずに利用できる範囲内で（31節７～９行）。

この章では、私有財産成立の付帯条件および私有財産の範囲条件について検討します。

まず、私有財産成立の付帯条件です。

　これまで私はこの条件──英語で書けば at least where there is enough, and as

good left in common for others ──を私有財産成立のための必要条件（または制約）

と見なしてきました。しかし、これについては反対の意見があります。この条件を必要

条件とではなく私有財産成立の十分条件と見なす解釈で、ウォールドロンがそのような

解釈の代表です（Waldron 1979; and 1988: 209-18）。ですから、ウォールドロンの解

釈についてここで一言述べておきます。この条件を私有財産成立のための必要条件とと

る解釈と、十分条件ととる解釈とでは、この条件が満たされなかった場合の含意が異

なってきます。必要条件ととる解釈によれば、もし他人にも十分なだけ同様な質の物が

残されなかった場合には、共有の自然資源を労働によって私有化することは許されませ

ん。それと反対に、十分条件ととる解釈によれば、共有の自然資源を労働によって私有

化することは、少なくとも他人にも十分なだけ同様な質の物が残される場合には確かに

許されるし、そうでない場合でも恐らく許されます（Waldron 1979: 321）。ウォール

ドロンがこのように考える理由は４つあります。第１に、この条件が述べられた27節

10～13行の文において、この条件は必要条件としては述べられていません。英語の at

least where という表現は only if とは論理的に異なり、必要条件というよりも十分条
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件と読むほうが自然です（Waldron 1979: 321; and 1988: 210）。第２にロックは、31

節１～11行で私有財産の範囲条件を述べるとき、範囲条件が私有財産にかかる唯一の制

約であるかのように述べています（Waldron 1979: 320; and 1988: 210）。第３に、も

しこの条件が私有財産成立のための必要条件であれば、自然資源がすべての人に行き渡

らない可能性がある限り、そもそもいかなる人も私有財産を獲得することができません

（Waldron 1988: 213-14）。この議論については、少し後で紹介します。第４に、ロッ

クの考えによれば、たとえ自然資源が十分豊富に存在しなくても、つまり資源が稀少な

状況であっても、すべての人には生存する義務があり、そのために必要な物を私有化す

ることが許されます（Waldron 1979: 324-25; and 1988: 213）。

　しかし、第１の理由については、確かに at least where という表現は論理的に only

if を含意しませんが、他の多くの箇所でロックは、他人にも十分に自然資源が残されて

いる場合には私有財産権の成立に関して争いが生じる余地はほとんどなかったという趣

旨のことを述べています。例えば、「世界には長らく自然資源が豊富であり人口が少な

かったこと、および一人の勤労が及びうる範囲（他人に損害を与えうるような私有化の

範囲）がいかに小さかったか──特に、自分の用に供すという理性の定めた限界を守る

かぎりは──を考えれば、そのとき私有財産権の成立に関して争いの生じる余地はほと

んどありえなかった」（31節11～18行）。「このように改良によって土地を私有化する

ことは、まだ他人にも十分に同じような土地が残されていたので、他人に対して損害に

もならなかった」（33節１～３行）。「ある人が存分に川の水を飲んだとしても、他人

にも同じ水の流れがそっくり残されていて喉の渇きをいやすことができるのであれば、

他人が損害を被ったと考えることはありえなかった」（33節７～９行）。「他の人に

よって既に私有化されたのと同じくらいよい土地が残されている人は、不平をこぼす必

要がなかった」（34節７～８行）。他に36節４～８行、37節８～10行も同様です。これ

らの箇所は、明らかに、私有財産権の成立に関して争いが生じなかったのは他人にも十

分な自然資源が残されていたからであるということ、言い換えれば他人にも十分な自然

資源が残されていなかったならば私有財産権の成立に関して争いが生じたということを

意味しています。したがって、27節の at least where の箇所でもロックの頭の中に

あった考えは、「少なくとも他人にも十分なだけ同様な質の物が残されている場合に
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は、共有の自然資源を労働によって私有化することができる。しかし、もし他人にも十

分なだけ同様な質の物が残されなかった場合には、どのようにして私有財産権が成立す

るのか、分からない。少なくとも労働によってというような単純な仕方では行かない」

というようなものだったと考えられます。

　ウォールドロンの第２の理由については、私有財産の範囲条件は私有財産の大きさに

関する制約であり、私有財産の大きさが問題になるときには私有財産の成立は前提され

ています。言い換えると、私有財産の範囲条件は、私有財産が成立した場合に、それが

どれだけ大きくてもよいのかという疑問に答えるものなのです。ですから私有財産の大

きさに関しては、確かに私有財産の範囲条件が唯一の制約です。もちろん私有財産の成

立にかかわる制約と私有財産の大きさに関する制約とは別々の問題ですが、全く無関係

でもありません。実際にロックは、私有財産の範囲条件が守られる限り私有財産成立の

付帯条件が破られることはないと考えているようです（31節15～18行、36節３～８

行）。ですからある意味では私有財産成立の付帯条件のほうが私有財産の範囲条件に先

立つより重大な条件ですが、範囲条件のほうがより強い条件になっています。範囲条件

を守っていれば私有財産成立の付帯条件のほうも守られるのですから、ロックがもっぱ

ら範囲条件について語ったとしても不思議はありません。

　第３の理由についてはすぐこの後で検討しますが、今ここでは、私有財産成立の付帯

条件は解釈の余地があるので直ちに私有財産を不可能にするわけではないということだ

けを言っておきます。ウォールドロンの第４の理由はもっともだと言わざるをえませ

ん。しかしながら、私有財産は、単に生存するためだけではなくて、快適な生活を送る

ためにあります（26節２～４行、34節１～３行、44節５～６行）。ですから、資源が稀

少な状況でも、生存に必要な物を手に入れて消費することは、確かに生存権によって無

条件的に認められるのかもしれません。しかし、私有財産ということでもっぱら問題に

なるのは、それ以上の部分、人間らしい快適な生活を送るための私有財産です。この部

分については、資源が稀少な状況でも認められるかどうか、分かりません。少なくと

も、資源が稀少であれば、共有資源の私有化に対して他人が権利の侵害を言い立てるこ

とは十分に考えられます。さらに言えば、生存するために必要な部分であっても、生存

権によって無条件的に保障されるでしょうか。例えば、雪山で遭難した二人にチョコ
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レートが１枚しかないとします。一方の人は、他方の人にも自分と同じだけのチョコ

レートを残さないで、自分の生存権を盾にとってそのチョコレートを独り占めにできる

でしょうか。もしそういうことが物理的に可能だとしても、他方の人にも同じ権利が

あって、他方の人も同じように実力を行使しようとするでしょう。そうすれば、闘争状

態に陥るのであって、道徳的に正当な権利が支配する状態ではなくなるでしょう。しか

し、既に第１章第１節の中ほど（19頁）でも論じたように、ロックは、万人に納得のい

く円満な仕方で私有財産の成立を説明することをもくろんでいるように思われます。

　以上によって、ウォールドロンの第１の理由、第２の理由、第４の理由については反

論できたと思います。次に、ウォールドロンのあげる第３の理由、すなわち私有財産成

立の付帯条件が私有財産を不可能にするという論点について検討します。

　ある意味では、自然資源の私有化がこの付帯条件を満たすことは不可能なようにも思

われます。例えば、Ａさんがある土地を私有化するとしましょう。そうするとその分だ

け、他人に残された土地は、以前よりも小さくならざるをえないからです。しかしなが

ら、この点に関しては、ロックに既に答えがあります。序論の第１節でも見たように、

ロックは次のように述べています。

他人が利用できる土地を十分に残しておく人は、何も取らないのと等しい。
（33節５～７行）

つまり、他人が利用するのに十二分なだけの土地が残っている限りは、残された土地の

面積が減ったとしても何の差し障りもない、というのです。Ｂさんにとっては、Ａさん

が私有化したのと同じだけの土地がＢさんにも残されている限り、それ以上に残された

土地がどれだけ広かろうと狭かろうと関心事ではないのでしょう。

　ですから確かに、Ａさんによる土地の私有化は、次の人Ｂさんにも同様の土地が残さ

れていれば正当化されます。それでは、Ｂさんは、Ａさんと同様の土地を私有化できる

でしょうか。Ｂさんによる土地の私有化は、その次の人Ｃさんにも同様の土地が残され

ていれば正当化されるでしょう。Ｃさんによる土地の私有化は、さらに次の人Ｄさんに

も同様の土地が残されていれば正当化されるでしょう。しかしこのように辿っていけ

ば、いつか必ずＺさんに行き着くでしょう──Ｚさんには、前の人Ｙさんと（したがっ
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てＡさんと）同様の土地がもはや残されていないのです。そうすると、Ｙさんが土地を

私有化することは正当ではありません。もしＹさんが土地を正当に私有化することがで

きないのであれば、その前の人Ｘさんによる土地の私有化も正当化されえません。Ｘさ

んが土地を正当に私有化することができないのであれば、さらにその前の人Ｗさんによ

る土地の私有化も正当化されえません。このように遡っていくと、結局、最初の人Ａさ

んも土地を正当に私有化できないということになります。これが「遡行議論」と呼ばれ

る議論です（ノージック：295～296）。

　別の言い方をしてみましょう。いま仮に世界の人口が100人だとします。また世界の

利用可能な土地面積がＬヘクタールだとします。そうすると、一人が私有化する土地の

面積が200分のＬヘクタールならば、すべての人が土地を私有化しても猶余りあるほど

の土地があります。実際、ロックは、17世紀の時点の話ですが、世界の土地の広さにつ

いて「世界の２倍の人口にとっても十分なだけある」と述べています（36節36～37

行）。しかしながら、やがて人口は増えるでしょう。そして100人が200人になったと

き、世界の利用可能な土地は完全に私有化されつくし、もはや空いた土地は残っていな

いでしょう。そうすると、次の人つまり201番目の人は土地を得ることができません。

どうしたらよいのでしょうか。土地の再分配をすべきでしょうか。つまり、200人が少

しずつ土地を出し合って、201番目の人も201分のＬヘクタールの土地を獲得できるよう

にすべきでしょうか。しかし、ロックがそのような土地の再分配を想定しているとは思

われません。

　「市民政府論」を読む限りでは、ロックは共有の自然資源の最初の私有化のみを考え

ているように思われます。ですから、共有の自然資源の私有化が完全に終了した段階

で、私有財産成立の原則はもはや用済みになって、その後の私有財産は私有財産の移転

（交換や売買、相続や贈与）の原則によって律せられるのかもしれません。あるいは

ロックは、201番目の人は200番までの人の子供に違いなく、そうであれば201番目の人

は自分の親から私有財産（土地）を相続することができるので、新たに私有化できる共

有資源が存在しなくてもかまわないと考えたのかもしれません。しかし人口が増加する

ときには、子供の数は多いものです。子供の数が１人ではなくて２人や４人であったな

らば、どうでしょうか。人口が200人ではなくて400人になったとき、さらに800人に
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なったとき、もし土地を子供の間で均等に分割すれば、一人当たりの土地は400分のＬ

ヘクタール、さらに800分のＬヘクタールになるでしょう。200分のＬヘクタールが一人

にとって必要にして十分な土地であったとしたら、400分のＬヘクタールや800分のＬヘ

クタールの土地では生活が成り立たなくなってしまいます。このような事態を避けるた

めに、例えば長子相続を行ったとしたら、長子には親と同じ200分のＬヘクタールの土

地がありますが、長子以外の子供には１片の土地もないことになります。それでは、最

初の200人は共有の自然資源を労働によって私有化することができたのに、彼らの長子

以外の子供はどうして土地を労働によって私有化する権利をもたないのか、という疑問

が生じるでしょう81。

　こういった難点を回避するために、ロックはある提案をしているように思われます。

すなわち37節でロックは次のように述べています。

労働によって土地を私有する人は、人類の共有財産を減らすのではなく増加さ
せる。というのは、囲い込まれ耕された土地１エーカーから生産される、人間
の生存に役立つ食料（provisions）は、同じように肥沃な土地１エーカーが共
有のものとして荒れ地になっている場合に生産される食料の10倍である。し
たがって、土地を囲い込んで10エーカーの土地から、自然に任された100エー
カーの土地から得られるよりも多くの食料（conveniencys）を生み出す人
は、人類に90エーカーの土地を与えていると言ってよい82。（37節11～20
行）

82 参考までに述べると、37節のこの引用箇所を含む10～29行は、「市民政府論」第３版
（1698年）の改訂でロックが書き加えた議論で、第４版（1713年）から印刷されている
（cf. Laslett: 294; Macpherson: 211）。

81 私有財産成立の付帯条件を共時的な適用に限定する論理的必然性はない。つまり私有財産成
立の付帯条件にある「他人」を、将来の世代を排除して、ある人が私有財産を獲得する時点で
存在している他人に限定する必然性はない。確かに36節36～37行でロックが世界の土地につ
いて「２倍の人口にとっても十分なだけある」と述べるとき、ロックはある時点で現に存在す
る人間だけを考慮しているように思われる。したがってロックは、主として共時的な適用を念
頭においているのかもしれない。しかし、ロックの論理はそこに留まるものではない。共時的
と言っても、すべての人が私有財産を同時に獲得するわけではなくて、やはりそこには、先に
獲得する人と後で獲得する人という先後関係があるだろう。その意味で、私有財産成立の付帯
条件は既に通時的なのである。言い換えれば、「他人」ということが意味しているのは後で私
有財産を得る人ということであり、「後で私有財産を得る人」の生年月日は問題ではない。
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労働する人は価値を創造するわけですから、その人の努力によって、かつて共有地100

エーカーが供給していた食料に比して1.9倍の（つまり共有地190エーカーに相当する）

食料が供給されるというのです。この箇所が示唆するのは、私有財産成立の付帯条件の

次のような解釈です。そもそも、「十分なだけ同様な質の物が残されている限り」とい

う付帯条件の中で「同様な質の物」とはいったい何でしょうか。「同一の対象」という

意味でありえないことは明らかです。ではその対象をどのように記述すればよいので

しょうか。「蜜柑」や「林檎」といった種を表す普通名詞で記述すればよいのでしょう

か。しかしそれでは、希少種を私有化することは瞬く間に不可能になります。蜜柑の木

を伐って林檎の木を植えることもできなくなります。むしろ「食料」や「生活物資」、

さらには「価値」といった一般的な用語で捉えたほうがよいでしょう。そのように解釈

することによって、「労働によって土地を私有する人は、人類の共有財産を」増加させ

ると言えます。

　ノージックは、私有財産成立の付帯条件に関して、厳格な解釈と緩やかな解釈の２つ

を区別しました（ノージック：295～297）。厳格な解釈によれば、Ａさんがある物を私

有化するのであれば、それと同じ種類の物を他の人たちも同じ分量だけ私有化できるの

でなければなりません。他方、緩やかな解釈によれば、Ａさんがある物を私有化した後

でも、他の人たちが以前に利用できていた物を同じように利用できるのであれば、Ａさ

んの私有化は正当です。ノージックの言う厳格な解釈と緩やかな解釈の主要な違いは、

厳格な解釈が他の人たちの私有化可能性を要求するのに対して、緩やかな解釈は私有化

ではなくて単なる利用可能性を要求する点にあると思われます。ただしそれだけではな

くて、あと２点注意しておくべき違いもあります。第１に、厳格な解釈では、「同じ」

の比較対象がＡさんが私有化する物であるのに対し、緩やかな解釈では、「Ａさんがあ

る物を私有化する以前に他の人たちが利用していた物」です。第２に、厳格な解釈は、

私がすぐ上の段落で述べた「同じ種類の物」の私有化可能性を要求するのに対し、緩や

かな解釈は、一般的な生活物資の利用可能性を要求するように思われます。

　ノージックの言う厳格な解釈は言わば文字通りの解釈であって、それによれば、上で

述べた「遡行議論」の故に私有財産成立の付帯条件を満たすことはほとんど不可能に

なってしまいます。この難点を回避するために考えられたのが緩やかな解釈であり、そ
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れによれば、私有財産成立の付帯条件の趣旨は「他人の状況を悪化させない」という点

にあります。このような解釈を示唆する箇所は、ロックの「市民政府論」の中にいくつ

もあります。例えば31節や33節でロックは、食料や土地の私有化が他人に損害

（prejudice）を与えなかったと述べています83。特に33節の箇所は先にも引用しまし

たが、もう１度挙げておくに値します。

このように改良によって土地を私有化することは、まだ他人にも十分に同じよ
うな土地が残されていたので、他人に対して損害にもならなかった。（33節
１～３行）

ここでは、「他人にも十分に同じような土地が残されていたので」という形で、そのこ

との真意が「他人に対しても損害にならなかった」ということであることが明確に述べ

られています。ですから、ロックの「市民政府論」は緩やかな解釈を十分に許容する

し、哲学的観点からはそのように解釈したほうが、私有財産の成立を不可能にしないと

いう意味でロックの私有財産論が魅力的なものになるように思われます。実際にこのよ

うな解釈の方向性を大胆に示したのが、少し上で引用した37節11～20行の、土地の私有

化が人類の共有財産を増加させるという議論です。例えばＡさんが10エーカーの土地を

私有化しても、たしかにそのことによって他の人たちが私有化できる土地も利用できる

土地も減りますが、他の人たちが利用できる食料が増えるのならば、他の人たちが損害

を被ったとは言えないわけです。このように私有財産成立の付帯条件に関して緩やかな

解釈をとれば、「遡行議論」を回避し、ウォールドロンのあげる第３の理由を退けるこ

ともできるのです84。

84 下川は、私有財産成立の付帯条件に関して巧妙な解釈を提示している。すなわち、「他人に
も十分なだけ同様な質の物が残されている限り」という制約（十分性の制約）は他人への危害
を回避するための十分条件であり、他人への危害の回避こそが私有財産成立のための必要条件
だというのである（下川2000：141～144）。この解釈は、他人への危害の回避が私有財産成
立のための必要条件だと考える点で、限りなく私の考えに近いようにも思われるが、十分性の
制約の位置付けが私の解釈の場合とは違っている。下川の解釈によれば、他人にも十分なだけ
同様な質の物が残されているならば他人への危害が回避されるし、もしそうでない場合でも他
人への危害を回避することはありうる。しかし、ある人が自然資源を私有化したとき、他人に

83 31節15行および33節２行。他に33節７行、36節６行、15行、21行、22行、37節９行も参
照。
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　ところで、このように解釈されたとき、私有財産成立の付帯条件は、ある奇妙な主張

を含むように思われます。それは他でもない、私有財産が人類の共有財産を増加させる

という主張です。というのも、自然資源を私有化することによって増えるのは、自然資

源を私有化する人自身の財産であって、それはもはや共有の財産ではないはずだからで

す。例えばＡさんが10エーカーの土地を私有化した場合、土地が増えるのはＡさん個人

であって、他の人たちはその10エーカーの土地から排除されます。また私有化によって

この10エーカーの土地から収穫できる食料が10倍になったとしても、それはＡさんの私

有財産であって、決して人類の共有財産ではないはずだからです（もし人類の共有財産

であれば、Ａさんの私有財産ではないでしょう）。にもかかわらず、私有財産が人類の

共有財産を増加させるとはどういうことでしょうか。

　確かに、ある意味では、個人の富が増えれば個人の集合としての社会の富も増えると

言えます。しかし、このような意味で人類の財産が増えると言われているのではないこ

とは明らかです。単に人類の財産が増えるというのではなくて人類の共有財産が増える

と言われているのだからです。

　まず注意すべきは、「人類の共有財産」と訳した37節12行の原文が the common

stock of mankind だという点です。つまり、一応「財産」と訳しましたが、原文では

stock という言葉が使われているということです。この点は、同様の趣旨のことが述べ

られる36節の29～32行でも同じで、そこでは the stock of Corn という表現が使われて

います。ですから正確に言えば、人類にとって増加するのは確かに共有財産ではありま

せん。stock とは、すなわち物の貯えであり、利用可能な物のことです。ということ

は、ロックの主張は次のようなことになります。確かにＡさんが10エーカーの土地を私

有化することによって得られるようになった10倍の食料は、所有権の点ではＡさんの専

有物（私有財産）であるが、それが他の人たちにとっても利用可能になる。

　どうしてＡさんの私有財産が他の人たちにとっても利用可能になるのでしょうか──

私有財産ということの意味は、他の人たちが勝手に利用できないということであったは

も十分なだけ同様な質の物が残されていないならば、どのようにして他人への危害が回避され
うるのだろうか。この点が私には分からないし、ロックもこの点に関して何も述べていない。
むしろロックの論述からは、十分性の制約が守られないならば他人が損害を被るように思われ
る。つまり、本文でも論じたように、私有財産成立の付帯条件は十分条件ではなくて必要条件
だと思われるのである。
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ずです。ここで考えられるのが、交換ということです。他の人たちはＡさんの財産を確

かに勝手には利用できませんが、交換を通してならば利用できるでしょう。Ａさんは収

穫した10倍の食料のうち一部は恐らく自分で直接消費するでしょうが、それを除いた残

りの部分はもっていてもしょうがないので売り（市場）に出すだろうからです。このよ

うな事情があるので、ロックも36節で、荒れ地を耕して私有化した人に他の人たちは感

謝すると述べているのでしょう。Ａさんがしているのは、あくまでも自分の私有財産を

獲得し、自分の私有財産を増やすことです。しかしそれが人類にとって利用可能な資源

を増やすことになる。このような考えの思想的背景としては、私利の追求が神の見えざ

る手に導かれて結果的に公益につながるという思想をあげることができるかもしれませ

ん85。

　それはともかくとして、ロックのこの主張──私有財産が他の人たちにとっても利用

可能な資源を増やすという主張──は、第１には事実に関する主張であると思われま

す。つまり、私有財産は他の人たちにとっても利用可能な資源を増やすことになるの

で、私有財産成立の付帯条件が満たされる、というのです。しかし同時にこの主張は、

私有財産成立の付帯条件と結びついているので、規範的な主張にもなっています。つま

り、私有財産成立の付帯条件が満たされるためには、私有財産は他の人たちにとっても

利用可能な資源を増やさなければならない、というわけです。この点について、マク

ファーソンは次のように述べています。

この主張はもちろん、総生産の増加が、交換を通じて、十分な土地が得られな
かった人たちにも恩恵をもたらす、あるいは少なくとも損害をもたらさないと
いうことを仮定している86。（Macpherson: 212）

つまり、これはあくまでも仮定であって、この仮定が成り立つ場合には私有財産も正当

に成り立つが、この仮定が成り立たない場合には私有財産も正当ではありえないという

ことです。ただしマクファーソンによれば、ロックはこの仮定が事実成り立つと考えて

います。ロックは次のように述べているからです。

86 訳文は拙訳である（邦訳ではマクファーソン：240）。

85 この思想については、竹内：26～29 および大河内：34 を参照。



69

アメリカで広く豊かな領地をもつインディアンの王でも、イギリスの日雇い労
働者より衣食住において劣っている。（41節８～10行）

ここでは、私有財産制度のある社会が私有財産制度のない社会と較べられているように

思われます。そしてロックの判定では、イギリスのほうがアメリカ・インディアンの部

族よりも圧倒的に豊かだということです。

　確かに、私有財産制度のあるイギリス社会のほうが私有財産制度のないアメリカ・イ

ンディアンの部族よりも圧倒的に豊かだと言うことはできるでしょう。しかしそれで

もって、私有財産が他の人たちにとっても利用可能な資源を増やすとは直ちには言えま

せん。他の人たちにとって利用可能な資源を増やさないような私有財産がありうるから

です。ですから、一般的な次元で私有財産制度が富を増やす傾向があるということだけ

ではなくて、個々の私有財産について、それが他の人たちにとっても利用可能な資源を

増やしているかどうかを問う必要があります。

　実際にロックの論述でも、他の人たちにとっても利用可能な資源を増やすと言われて

いるのは、個々の私有財産です（36節26～32行、37節11～16行）。また、そもそも私

有財産成立の原則で労働が正当化するのは、私有財産制度ではなくて個々の私有財産で

す。私有財産成立の原則には価値の創造と自由の拡張という２つの側面があることを既

に第２章で見ましたが、価値を創造するのは個々の労働であり、自由を拡張するのも

個々の私有財産だからです。したがって、私有財産成立の付帯条件を満たすかどうかが

問われているのも個々の私有財産なのです。ですから上で引用した41節の主張は、単に

一般的な主張と見なすことができます。つまりその主旨は、だいたいにおいて私有財産

は他の人たちにも利用可能な資源を増やす傾向があるということであって、例外を認め

ないわけではないのです。

　そこで次に、私有財産が他の人たちにとっても利用可能な資源を増やさない場合につ

いて考えてみましょう87。これは２つの方向から考えることができます。第１に、私有
87 厳密に言えば、私有財産が他の人たちにとっても利用可能な資源を増やす場合と他の人たち
に損害をもたらす場合との中間に、利用可能な資源を増やすわけでも損害をもたらすわけでも
ない場合を考えることができる。例えば、他の人たちが利用できなくなる資源と新たに利用で
きるようになる資源とが釣り合う場合である。この場合も一応、私有財産は他の人たちに損害
をもたらしていないので、ロックの考えでは、私有財産成立の付帯条件を満たすだろう。以下
において私が論じたいのは、最終的に他の人たちにとって利用可能な資源を増やさない場合で
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財産を得た人がそれを自分だけで利用して、他人がその恩恵に与ることを一切許さない

場合があります。例えば、広い土地を耕して私有化し、そこから得られる豊かな収穫で

自給自足の生活を送る場合や、広大な土地をわたくしの狩猟場やわたくしのゴルフ場に

する場合が考えられます。これらの例のうち、わたくしの狩猟場やわたくしのゴルフ場

は、確かに他の人たちに利用可能な資源を増やさないので、私有財産成立の付帯条件を

満たさず、したがって私有財産として正当化されないと思われます。しかし、自給自足

の例についてはどうでしょうか。土地を得て、そこで自給自足の生活をする人は、他の

人たちにも利用可能な資源を増やすのでしょうか。一見したところ、自給自足の人は、

自分の土地から他人を排除するだけで、そこから上がる収穫、例えば小麦を誰とも交換

しないのですから、他の人たちに利用可能な資源を増やさないように思われます。そう

すると、土地を耕して自給自足の生活をすることが正当でなくなってしまいます。しか

し、そのような自給自足的な農民の土地所有をロックが不正と見なすとは、想像するの

が困難です。

　この点に関して、ウルフが次のような興味深い解釈を述べています。

例えば、耕された土地は、未耕作の土地に較べて生産高が10倍であるとしよ
う。人は、もし私有地がなければ、共有の、恐らくは未耕作の土地から食料を
得て生きていかなければならない。また一人が生きていくには、未耕作の土地
ならば10エーカーが必要だとしよう。しかし、耕された土地ならば１エー
カーで、同じだけの収穫が上がる。だから、１エーカーの土地を得て耕す人
は、実質的に９エーカーの土地を他の人たちに返しているのである。かくして
議論の要点は、単に、労働を加えることによって土地の生産性を高めるが故に
その土地を私有できるということではない。むしろ、強調点は、土地を得てそ
の生産性を高める人は、それによって他の資源への負荷を減らし、他の資源を
他の人たちの利用に供するということなのである88。（Wolff: 104）

要するに、共有の未耕作の土地10エーカーから食料を得て生きていた人（Ａさん）が、

その中の１エーカーの土地を耕して生きていくようになれば、その人は残り９エーカー

の土地を他の人たちに返すことになるわけです。このウルフの解釈によれば、Ａさんが

88 訳文は拙訳である（邦訳ではウルフ：171～172）。
はなくて、そもそも最初から他の人たちにとって利用可能な資源を増やさない場合である。
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１エーカーの土地を耕して自給自足の生活をする場合、他の人たちは確かにその１エー

カーの土地から得られる収穫物の交換という仕方では、私有化の恩恵に浴しません。し

かし、Ａさんが９エーカーの土地から手を引くことによって、他の人たちはその９エー

カーの土地を利用できるようになるので、私有財産成立の付帯条件が満たされます。し

たがって、Ａさんが１エーカーの土地を私有化することも許されるのです。この解釈で

あれば、確かに、土地を私有化して自給自足の生活をすることが問題なく許されるよう

に思われます。

　しかしながら、このウルフの解釈は、Ａさんが大変良心的な人であることを前提して

います。というのは、Ａさんが共有地10エーカーの中から１エーカーを私有化すると

き、それは必ずしも、残りの９エーカーの土地への共有権の放棄とは組み合わさってい

ないからです。残りの９エーカーの土地は依然として共有地であり、Ａさんも含めて誰

でも利用できるのです。これは、私有化についての一般的な考察から理解できます。例

えば、ドングリを拾って私有化した人は、そのことによって他の資源への共有権を放棄

するわけではなくて、翌日さらに別のドングリを拾ったり他の果物を採集することもで

きるでしょう。土地を耕して自分のものにした人は、さらに別の土地を耕して私有地を

増やすことを妨げられるわけでもありません。ですから、たとえ耕作地１エーカーから

の収穫で生存が可能になるとしても、Ａさんが残りの共有地９エーカーから手を引く十

分な理由にはなりません。むしろ、共有地９エーカーは従来通りに利用し、私有地１

エーカーからの生産増によって生活をより豊かなものにすると考えるほうが自然でしょ

う。もしそうであれば、Ａさんが１エーカーの土地を私有化したとき、他の人たちに

とって利用可能な資源が何ら増えるわけではありません。

　それでもＡさんが本当に良心的な人であった場合にはどうでしょうか。つまり、Ａさ

んが単に他の人たちと物を交換しないというだけではなくて、共有地９エーカーから完

全に手を引いて、文字通り１エーカーの私有地だけで自給自足の生活をする場合には、

他の人たちにとって資源を増やすことになるでしょうか。この場合にも、ウルフの解釈

には不自然な点があります。すなわち、ウルフの議論では、共有で未耕作の土地10エー

カーをもともとＡさんだけが利用していたかのように述べられている点です。Ａさんが

土地１エーカーを耕して生きることが残りの土地９エーカーを他の人たちに返すことに
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なると言うのは、他の人たちが元々その９エーカーの土地を利用できなかったというこ

とを前提しているからです。しかしこの前提は、10エーカーの土地がもともと共有で

あったという仮定に反します。10エーカーの土地が他の人たちにとって元々利用できた

所であってみれば、Ａさんが９エーカーの土地を利用しなくなるからといって、その９

エーカーを他の人たちに「返す」と主張するのは、理不尽でしょう。

　確かにこの批判は、１エーカーの土地を私有化する前にＡさんは生きていくために10

エーカーの未耕作地を利用していたという論点を、余りにも文字通りに受け取っている

かもしれません。ですから、そこは改善して、例えばＡさんを含む10人で100エーカー

の土地を共同利用していたと想定すれば、ウルフの解釈は救われるでしょうか。つま

り、Ａさんは文字通りの意味で９エーカーの土地を他の人たちに返すのではありません

が、９エーカーの未耕作地から得られる食料に相当するだけの食料を99エーカーの共有

地で利用しなくなるわけです。その意味では、９エーカーの未耕作地に相当する資源を

他の人たちに返していると言えるかもしれません。

　しかし、それで本当に the common stock of mankind が増えていると言えるでしょ

うか。Ａさんが１エーカーの土地を私有化する前に、共有地は100エーカーでした。Ａ

さんが１エーカーの土地を私有化した後、共有地は99エーカーになります。the

common stock of mankind も、未耕作地100エーカーが産する食料（100エーカー相

当）から未耕作地99エーカーが産する食料（99エーカー相当）に減少しています。確か

にＡさんを除く他の９人にとっては、利用できる食料が未耕作地90エーカー相当から未

耕作地99エーカー相当に増えています。一人当たりで考えれば、10エーカー相当から11

エーカー相当に増えているわけです。けれども、ここで the common stock が増えて

いるように見えるのは、Ａさんが共有地を共有する共同体を離れるからに過ぎません。

これは、例えば誰かが死亡したり誰かの取り分を減らしたりすれば、他の人たちが利用

できる資源が増えると言っているのと変わりません。確かにＡさんが利用する土地が10

エーカーから０エーカーまたは１エーカーに減れば、他の人たちが利用できる土地は90

エーカーから100エーカーまたは99エーカーに増え、その人たちが利用できる食料も未

耕作地90エーカー相当から未耕作地100エーカー相当または99エーカー相当に増えま

す。しかし、the common stock of mankind は実質的に何ら増加していません。
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　確かに21世紀前半の日本では、人口が減少すれば生活が豊かになるという主張にもあ

る程度の説得力が感じられるかもしれません。しかし、私有財産が the common

stock of mankind を増やすというロックの主張には、労働が価値を創造するという考

えが元にあります。ですからロックの主張は、ウルフがしたように消極的に解釈するべ

きではなく、むしろ労働が価値を創造することによって現実に the common stock of

mankind を増やすと考えるほうが自然です。つまり、Ａさんが１エーカーの土地を私

有化することを通して、the common stock of mankind は未耕作地100エーカー相当

から109エーカー相当に増えるわけです。したがってウルフの解釈は、意表を突くよう

な興味深い解釈ではありますが、やはり退けられるべきです。

　そうすると、この未耕作地109エーカー相当の食料が the common stock of

mankind であると言えるためには、増産分である未耕作地９エーカー相当の食料が単

にＡさんだけではなくて他の人たちにとっても利用可能でなければなりません。そうで

ないと、Ａさんは私有財産成立の付帯条件を満たすことができません。それでは結局、

ウルフの解釈を紹介する前に取り上げた問題はどうなるでしょうか。ロックは、自給自

足的な農民の土地所有を正当でないと考えるのでしょうか。

　明らかにロックは、自給自足的な農民の土地所有を不正だとはみなしませんでした。

それはロックが、人類にとって十二分なだけ世界には土地があると想定していたからで

す。また自給自足の生活に何ら不正なところがあるとも思われません。そもそも、人間

が自分で食べるために食料を採集することは、資源の正当な私有化の典型例です（28節

１～11行）。ですからその意味で、自分の労働が他人に利益をもたらさなければならな

い理由はないわけです。

　しかしながら、私有財産成立の付帯条件を深刻に受けとめる限り、また遡行議論を避

けようとすれば、自給自足的な生活が許されないようにも思われます。私有財産は、他

の人たちにも利用可能な資源を増やさなければならないように思われるからです。この

行き詰まり状況は、どのように解決できるでしょうか。私は、私有財産成立の付帯条件

が、土地などのように有限な資源の場合と動植物や水などのように再生可能な資源の場

合とで少し異なった仕方で適用されるのではないかと考えます89。有限な資源の場合に

89 もちろん、このような区別は絶対的なものではない。土地のように有限と思われた資源で
あっても、新大陸の発見や宇宙開発によって無限と思われるほどの空間・土地が利用可能にな
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は、遡行議論を避けることができないので、私有財産は他の人たちにも利用可能な資源

を増やさなければなりません90。しかし、再生可能な資源であれば、私がいくらかを私

有化し利用しても、その自然資源は次々と再生・供給されます。ですから、私が私有化

した資源を自分だけで利用しても、他の人たちにも利用可能な資源がまだ十分に残され

るわけです。

　実際にロックの論述も、このような二段階の思考を示唆します。というのも、私有財

産が他の人たちにとっても利用可能な資源を増やすという議論が述べられる37節10～29

行は、次のような議論の後にロックが書き加えた箇所だからです。

人間には、自分が利用できるだけの自然資源を労働によって私有化する権利が
ある──けれども、これは大した分量にはならないし、同様な勤労を惜しまな
い人たちにとって資源が同じように豊富に残されている所では、他の人たちに
とって損害にもなりえない。（37節６～10行）

90 再生可能な資源でもなく、一見したところ私有化が他の人たちにとって利用可能な資源を増
やすわけでもないような資源として、鉱物のようなものが考えられるかもしれない。例えば、
未発見の鉱物を誰かが発見して私有化した場合、その人は確かに、他の人たちが利用していた
資源を減らしていない──その鉱物を他の人たちはそもそも利用していなかったからである。
その意味で、このような鉱物の私有化も、緩やかに解釈された私有財産成立の付帯条件を満た
すと言えるかもしれない。
しかし他方、このような発見者―創造者の論理は、将来の世代にとって酷に過ぎるだろ
う。「他人の状況を悪化させない」というときの比較の基点として、ある人がある資源を私有
化する前に他の人たちが現に享受していた状況が考えられるならば、将来の世代は全く考慮さ
れないことになる。つまりこの論理で行けば、現在の世代が資源を消費し尽くして将来の世代
に何の資源も残さないことも正当化されてしまう。しかし、自然資源が人類の共有財産である
というとき、その人類に将来の世代が含まれない理由はない。したがって、比較の基点として
は、むしろ、ある人がある資源を私有化しなかった場合に他の人たちが享受したであろう状況
を考えたほうがよい。そうすると、例えば石油のように消費したらなくなってしまう有限な資
源の私有・消費は、どのようにして私有財産成立の付帯条件を満たすことができるのだろう
か。ロックの論理で行くとすれば、次のように言うことができるのではないだろうか。石油を
私有・消費する人は、それだけの価値を将来の世代から奪うことになるが、それ以上の（ある
いは少なくとも同等の）価値を別の形で社会に還元して将来に伝えれば、私有財産成立の付帯
条件を満たすことができる、と。

るかもしれない。動植物や水のように再生可能な資源であっても、再生よりも利用のほうが速
ければ、やがて利用し尽くされるし、再生可能な資源の全部を一人または少数の人が独占して
しまうこともありえるからである。
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ですから、私有財産成立の付帯条件に関してロックの思考は、次のようなものであった

と考えられます。つまり、私有財産は、他の人たちにも十分な自然資源を残さなければ

ならない、あるいはそれができない場合には他の人たちにとっても利用可能な資源を増

やさなければならない、というものです。この思考の２段階は、おおむね、私有財産成

立の付帯条件についてノージックが区別した２つの解釈──厳格な解釈と緩やかな解釈

──に対応します91。したがって厳格な解釈も、私有財産成立の付帯条件の解釈として

見込みがないということにはなりません。厳格な解釈と緩やかな解釈とはどちらか１つ

が正しいというものではなくて、私有財産成立の付帯条件はいずれかの解釈によって満

たせばよい、どちらの解釈によって満たしてもよいというのが実相だからです。

　そうすると、確かに、自給自足的な採集の生活は正当性を否定されません。しかし、

土地は供給が限られているので、土地の私有化は、他の人たちにとっても利用可能な資

源を増やすのでなければなりません。そうでなければ、私有財産成立の付帯条件を満た

すことができません。ということは、自給自足的な農民の土地所有は、正当性が認めら

れないということです。ロックが自給自足的な農民の土地所有を不正と見なさないの

は、世界には土地が豊富にあるという前提があるからに過ぎません。この前提は、

ひょっとしたらロックの時代には適切であったかもしれません。しかし、遡行議論がし

ているように、将来の人口増も考慮に入れるならば、世界には土地が豊富にあるとは言

えません。したがって、その有限な土地を私有化するためには、他の人たちにとっても

利用可能な資源を増やすことによって私有財産成立の付帯条件を満たす必要があるので

す。

　さてそれでは、私有財産が他の人たちにとっても利用可能な資源を増やさない場合に

ついて、もう１つの方向から、つまり他の人たちの側から考えてみましょう。例えばＡ

さんが１エーカーの土地を私有化するとき、それが他の人たちにとっても利用可能な資

源を増やすといっても、Ａさんが他のすべての人と直接に取り引きできるとは考えられ

ません。恐らくはＡさんがＢさんと取り引きし、ＢさんがＣさんと取り引きするという

91 ただし、厳格な解釈との少しの違いとして、「同様な質の物」が何かという点は、余り厳格
にではなく、ある程度緩やかに解釈される必要がある──例えば、蜜柑と林檎は同様な質の物
という具合に。再生可能な資源といえども、個々の種類ごとに見れば必ずしも豊富にあるとは
限らないからである。また、緩やかな解釈との少しの違いについては、直前の注90を参照。
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ような取り引きの連鎖や網の目を通して、他の人たちはＡさんの収穫増の恩恵に与るの

でしょう。これは、暗黙の了解事項であるように思われます。しかし、この取り引きの

連鎖や網の目は、その恩恵が他のすべての人に行き渡ることを保証しません。言い換え

れば、収穫増の恩恵の連鎖や網の目から誰かがこぼれ落ちる（あるいは排除される）可

能性があります。そうでなければ、どうして都会で人が凍死したり餓死したりするで

しょうか。

　そのような場合、Ａさんの土地の私有化は、それによって利用可能な資源が増えない

人（Ｚさん）に対して、私有財産成立の付帯条件を満たしていません。Ｚさんは、Ａさ

んの土地から排除されるという損害を被っているだけなのです。その限り、Ａさんの土

地の私有化は許されません。ですから、もしＡさんの土地の私有化が正当であるべきな

らば、Ｚさんのような人が存在しないこと、あるいはＺさんにとっても利用可能な資源

を増やすことが必要です。

　これは、私有財産というものに、一定の社会的責任を負わせることになります。Ａさ

んが土地を私有化し、Ｂさんが土地を私有化し、Ｃさんも土地を私有化し‥‥そうして

Ｎさんが最後の土地を私有化したとしましょう。そのとき、ＡさんからＮさんまでの土

地の私有化によって増加した the common stock of mankind のおかげで他の人たちの

生活も向上するのであれば、幸せな状況でしょう。しかし、もしＺさんが凍死したり餓

死したりするならば、ＡさんからＮさんまでが土地を私有化する前の自然状態に較べて

Ｚさんの状況は悪化しています。それは恐らく自然の結果ではなくして、人為の結果で

しょう92。そのような場合、私有財産成立の付帯条件は、ＡさんからＮさんまでがＺさ

んをその窮状から救うこと、つまりＺさんが the common stock of mankind を利用で

きるように配慮することを要求します。そして恐らくＯさんからＹさんまでの中でも

the common stock of mankind を豊かに享受している人たちにも同じことを要求する

でしょう。ＡさんからＮさんまでの土地所有が正当なものでないならば、そこから得ら

れる収穫に対する私有財産権も正当ではなく、その収穫を交換によって得たＯさんから

Ｙさんまでの私有財産権も不正を前提とし、不正に基づいたものだからです93。

93 私有財産の不正性はいわば感染する。Ａさんの物をＢさんが盗み、その盗品をＢさんからＣ

92 もちろん理論的には、ＡさんからＮさんまでが土地を私有化する前の自然状態においてＺさ
んが凍死したり餓死したりする可能性もある。
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　この論点は、私有財産論としては意外に思われるかもしれませんが、ロックの解釈と

しては当然期待されるような内容です。というのは、ロックの政治思想の中には、有名

な「慈愛（charity）の原理」というものがあるからです。『統治論』第１篇の中で、

ロックは次のように述べています。

したがって、いかなる人も土地その他の物の所有権によって、他人の生命に対
する正当な権力をもつことはありえない──財産のある人間にとって、自らの
豊富な持ち物の中から救済を与えないで、同胞を死なせることは、常に罪とな
るからである。正義の原理によって、人は自分の正直な勤労の成果に対する権
利、および祖先が正当に得た財産を受け継ぐ権利が認められる──同じよう
に、慈愛の原理によって、人は、他に生存の手段がない場合に、他人の豊富な
財産から、自分が極端な欠乏状態を回避するのに必要なだけのものを要求する
権利が認められる。（『統治論』第１篇42節７～15行）

「市民政府論」の中にも同様な記述があります。

すべての人は、自らの生命を保持する義務があり、気ままに生命を絶ってはな
らない──同様な理由によって、自分の生命の維持と衝突しない場合には、他
の人たちの生命もできる限り保持すべきである。（６節19～22行）

つまり、慈愛の原理によって、すべての人は生存権が保障されるわけです。ただし慈愛

の原理については、注意しておくべき点が２つあります。第１に、『統治論』第１篇42

節の文脈が示唆するように、慈愛の原理は、ロックのキリスト教信仰に由来するように

思われます。ですから、慈愛の原理は、キリスト教の信仰を共有しない人にとっては説

得力をもちません。既に第１章第２節の中ほど（26頁）および注17でも述べたように、

私は、キリスト教の信仰を共有しない人とも共通の地盤に立って議論するという観点か

ら、キリスト教の信仰を前提しない世俗的な解釈をとりたいと思います。第２に、慈愛

の原理は、正義の原理と明確に区別されています。それゆえに慈愛の原理は、政治が強

制力をもって実現すべき正義の問題ではなくて、個人の道徳（良心）の問題であると解
さんが買った場合、たとえその物が盗品であることをＣさんが知らなかったとしても、Ｃさん
の所有が不正性を完全に免れるわけではない。もちろん、この盗品に関してＢさんの所有の不
正性とＣさんの所有の不正性とが同じでないことは言うまでもない。
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釈することもできます。つまり、自由主義の伝統に沿う形で、政治は個人に道徳を強制

すべきではないという解釈をすることもできます。そうするとやはり、慈愛の原理は名

目だけのものに、政治哲学上は骨抜きになります。

　それに対して、私が上で私有財産成立の付帯条件に関して論じてきたことは、慈愛の

原理が要求するのとほぼ同様なことを、信仰の問題や個人道徳の問題としてではなく私

有財産の正当性という正義の問題として要求できるという点に意義があります。

第２節　私有財産の範囲条件

　それでは、いよいよ最後に、私有財産の範囲条件──腐らせずに利用できる範囲内で

──について検討します。まず、この条件について述べるロックの言葉を整理しておき

ましょう。

「神はわたしたちにすべてのものを豊かに与えてくださった」（一テモテ６・
17）というのが、霊感によって確証された理性の声である。しかし神はそれ
を私たちに、どの程度まで与えてくださったのか。私たちがそれを享受する限
りである。腐らせる前に生活の便宜のために利用できるだけのもの、それだけ
のものに対して人は労働によって所有権を得ることができる。それ以上のもの
はすべて、その人の取り分を越えており、他の人たちのものなのである。人間
が腐らせたり駄目にしたりするために神がお作りになったものは何もないから
である。（31節５～11行）
しかし、もし所有物が適切に利用されることなく腐ったならば、例えばもしあ
る人の果物や肉が、その人が消費する前に、腐ったならば、その人は共通の自
然法を犯したのであり、罰せられるべきである──言い換えれば、その人は隣
人の取り分を侵害したのである。というのは、彼は自分の利用にとって必要で
あり自分の生活に便宜を与えてくれるもの以上には何の権利ももたなかったか
らである。（37節35～41行）
しかし、もしある人が囲い込んだ土地で草が地上で腐ったり、栽培した果物が
収穫も貯蔵もされずに腐ったりしたら、その部分の土地は、囲い込みにもかか
わらず、依然として荒蕪地と見なされるべきであり、他の誰が所有してもよい
のである。（38節５～９行）
正当な所有権の限界を越えるのは、所有が大きい場合ではなくて、所有物が利
用されずに腐る場合である。（46節28～30行）
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これらの引用で中心的概念となる言葉は、「享受する（enjoy）、利用する（use）、消

費する（spend）」と「腐る（spoil, perish, rot, putrify）、駄目にする（destroy）」

です。ロックが言うのは要するに、ものが腐る前に利用しなければならないということ

ですが、どうして腐らせてはいけないのでしょうか。ものが腐ることのどこに問題があ

るのでしょうか。というのも、食品の中には例えば納豆やヨーグルトのように、腐らせ

て、つまり発酵させて作るようなものもあるからです。もしロックがこのような発酵食

品の製造・消費を否定するのでないならば、腐らせることそのことに問題があるという

よりも、腐らせることにも善い腐らせ方と悪い腐らせ方とがあり、ある種の腐らせ方だ

けが許容されない、と言うべきでしょう。発酵食品の場合には、ものを腐らせることに

よってそのものの価値を高めています。価値を高めるのですから、この場合、腐らせる

ことは、加工という立派な労働だと考えられます。それとの対比で見れば、許容されな

い腐らせ方とは、ものの価値を台無しにするような腐らせ方でしょう。それを指し示す

のが、「腐る」と並べて使われる、もう１つの言葉「駄目にする」でしょう94。ですか

ら、腐らせてはいけないという主張の意味は、ものの価値を駄目にしてはいけないとい

うふうに理解できます（Simmons 1992: 285-86）。

　「腐らせる」という言葉をこのように理解した上で、依然として「腐らせない」とい

うことと「利用する」ということとは概念的に異なります。そうすると、私有財産の範

囲条件は、この「腐らせない」と「利用する」という２つの要件をどのように満たせば

よいのでしょうか。両方の要件を満たす必要があるのでしょうか。それともいずれか１

つの要件を満たせば足りるのでしょうか。ロック自身は、これら２つの要件が合致する

と考えたようにも思われます。というのは、ロックは次のように述べているからです。

人間の生活に現実に役立つものの大部分、そして生存の必要性から最初の人類
が（アメリカ原住民が現在しているように）追い求めたようなものは、一般的
に日保ちのしないものである──そのようなものは、もし利用・消費されない

9446節では「ある人の所有物で利用されずに腐ったようなものが１つもない限り、その人は、他
人に属する物の一部たりとも駄目にしなかったのであり、共通の資産を浪費しなかったからで
ある」というように、同じ点が「浪費する、無駄にする（waste）」という言葉でも表現され
ている。
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場合には、自然に腐ってしまうだろう。（46節１～５行）

つまり、腐らせないためには利用するしかない、ということです。これによって、腐ら

せないけれども利用もしないという可能性が排除されます。またロックは次のようにも

言います。

実際のところ、自分が利用できる以上のものを溜め込むことは、不正直なだけ
ではなく、愚かなことでもあった。（46節16～17行）
権利と便宜は相伴っていた──というのは、人は労働を加えることができるす
べてのものに対しては権利を得たように、自分が利用できる以上のものに対し
ては労働によって得たいという誘惑を何ら感じなかったからである。（51節
６～８行）

これらの箇所では、要するに、人間心理の問題として、（腐らせないけれども）利用も

しないような私有財産を労働によって獲得する可能性を否定しているわけです。そして

私有財産を利用すれば、当然、腐らせないことにもなります。

　この状況、つまり権利と便宜が相伴う状況は、ひょっとしたら、幸運な状況であると

言えるかもしれません。というのはそのような状況では、一人の人間が利用できる範囲

はごく限られているので、ロックが言うように、私有財産権に関してほとんど争いの余

地がなかったかもしれないからです（31節11～18行、51節８～10

行）。しかしその場合には、私有財産の範囲条件も不必要になるでしょう。というの

は、自分が利用する以上に溜め込むような人がもし一人もいないのであれば、「利用で

きる範囲内で」という条件は敢えて言う必要がないからです。そのような条件を付ける

必要があるのは、利用できる範囲を越えて溜め込むことが可能であり、現実にあるから

でしょう。その意味で、「自分が利用できる以上のものに対しては労働によって得たい

という誘惑を何ら感じなかった」というロックの言葉は、いささか単純な人間理解であ

ると言わざるをえません。

　もちろんロックの人間理解はそこに留まるものではありません。ロックは、「あると

き、自分が必要とする以上にものを持ちたいという（人間的）欲求がものの内在的価値

に変更を加えた‥‥別の言い方をすると、腐ることのない一片の黄金が大量の肉や大量
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の穀物と同じだけの価値があるということに人間が同意した」と述べます（37節１～６

行）。これはどういう意味でしょうか。自分が必要とする以上にものを持ちたいという

欲求を人間がもつようになり、その欲求が貨幣を発明したというふうに読むこともでき

ますし、逆に人間が貨幣を発明し、その結果、自分が必要とする以上にものを持ちたい

という欲求が生まれたというふうに読むこともできます。どちらが原因でどちらが結果

かは分かりませんが、要点は、現実の人間には自分が必要とする以上にものを持ちたい

という欲求があるということでしょう。この欲求を理解することは困難ではありませ

ん。人は、例えば不測の事態に備えて財産をもちたいと思うでしょう。将来の計画のた

めに財産を蓄えておきたいとも思うでしょう。また財産はある種の権力でもあり、財産

があれば、他人との関係において優位に立つことができます。現実に人から様々なもの

を買うことができます。買わない場合でも、財産があれば信用につながり、より大きな

影響力を行使できるでしょう。さらに、財産をもつことは、顕示的消費ともなり、見栄

や虚栄心を満たしてくれます。ですから、人間が現実に必要とする以上にものを持ちた

いと思うことは、十分に自然なことに思われます。そのような欲求があれば、人間はそ

れを行動に移すでしょう。つまり、大きな私有財産を獲得するでしょう。

　この過程をロックに即して見ておきましょう。ロックは次のように述べます。

もし人が１週間で腐ってしまうスモモを、１年の間食用に供することのできる
木の実と交換したならば、その人は誰にも損害を与えなかった、共通の資産を
浪費しなかった──その人の所有物で利用されずに腐ったようなものが１つも
ない限り、その人は、他人に属する物の一部たりとも駄目にしなかったのであ
る。またもしその人が木の実を魅力的な色の金属と交換したり、あるいは羊を
貝殻と、羊毛を宝石やダイヤモンドと交換したりして、これらを終生手元に置
くとしても、他人の権利を犯したことにはならない──これら長持ちするもの
は、好きなだけ溜め込んでもよいのである。（46節19～28行）

つまり、日保ちしないものを長持ちするものと交換して、価値を保存させるのです。こ

れによって、私有財産の蓄積が可能になります。

　これで、利用しないけれども腐らせもしないような私有財産が人間心理の問題として

も物理的にも可能であることが分かりました。問題は、そのような私有財産が正当かど
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うかということです。明らかに46節では、ロックは、そのような私有財産が不正ではな

いと主張しています。上の引用に続けて、ロックは次のように述べます。

正当な所有権の限界を越えるのは、所有が大きい場合ではなくて、所有物が利
用されずに腐る場合である。（46節28～30行）

ここで、私有財産の範囲条件は、「利用する」という要件ではなく「腐らせない」とい

う要件を中心に理解されているように思われます。つまり、腐らせさえしなければ、た

とえ利用しなくても、私有財産は正当であるということです。

　ひょっとしたらロックは、スモモを木の実と交換した時点で、スモモを利用したので

あり、したがってスモモは私有財産として正当であったのだと考えるかもしれません。

その場合、スモモが正当な私有財産であったのであれば、それと交換して得た木の実も

正当な私有財産なのでしょう。ではこの木の実は、私有財産の範囲条件を満たすので

しょうか──このことが問われるでしょう。というのは、スモモを利用したと言って

も、木の実を腐らせたのでは意味がないだろうからです。今の場合、木の実はスモモが

形を変えたにすぎず、スモモが交換に利用されたという理由で、木の実が私有財産の範

囲条件を免れるわけではありません。ですから、スモモを利用したかどうかは、木の実

を利用したかどうか、さらには木の実と交換して得られた魅力的な色の金属を利用した

かどうかによって決まります95。したがって、もし魅力的な色の金属を利用しなかった

ならば、スモモを利用したことにもならないでしょう。

　上で引用した46節28～30行は、あるいは次のように解釈されるかもしれません。所有

物が利用されず腐ったならば、その私有財産は正当ではない。利用されたならば、腐っ

ても腐らなくても、その私有財産は正当である96。腐らせなければ、利用しても利用し

なくても、その私有財産は正当である。だから、私有財産の範囲条件は、「利用する」

という要件と「腐らせない」という要件のいずれかを満たせばよいのである、と。

96 ただし、利用されたならば、その私有財産は駄目にされなかったのだから、「腐らなかっ
た」と言うのが適切である。その意味で、「腐っても」という選択肢に意味はない。

95 森村は、貨幣の場合と貨幣以外の形で資源をもっている場合とでは違い、貨幣は「事実上無
限に蓄えることができる」が、貨幣以外の形で資源をもっている場合は「その資源を有効に活
用しないことは」私有財産の範囲条件を侵害することになると言う（森村1997：139）。し
かし、そのような区別は受け入れられない。
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　そもそも、「利用する」という要件と「腐らせない」という要件は、別々の相手に対

する義務ではないかと私には思われます。「腐らせない」という要件は、31節11行に

「人間が腐らせたり駄目にしたりするために神がお作りになったものは何もない」とあ

るように、神に対する義務に基づいています。他人との関係においては、資源が豊富で

他人の取り分が十分にあるところでは、ある人が手に入れたものをたまたま何かの間違

いで腐らせたとしても、それによって他人の取り分が侵害されるとは考えられません。

確かに37節では「その人は隣人の取り分を侵害した」（39行）と書いてありますが、そ

れはロックの筆が滑ったのではないでしょうか。というのは、「隣人の取り分を侵害し

た」ということの理由として述べられるのは、腐らせた人は腐らせたものに対してもと

もと権利がなかったということに過ぎないからです（37節39～41行）。つまり、他人が

どのように損害を被ったかということの内実がありません（Olivecrona 228; Ashcraft

323）97。

　他方、38節５～９行は、確かに「腐ったり」という表現こそ使われていますが、意味

内容を考えれば、利用しなければならないということに要点があります。38節５～９行

をもう１度引用すると、こうです。

しかし、もしある人が囲い込んだ土地で草が地上で腐ったり、栽培した果物が
収穫も貯蔵もされずに腐ったりしたら、その部分の土地は、囲い込みにもかか
わらず、依然として荒蕪地と見なされるべきであり、他の誰が所有してもよい
のである。（38節５～９行）

ここで、草が腐ったり果物が腐ったりすることが意味しているのは、土地が適切に利用

されていないということです。そしてその場合には、他人を排除することができない、

他人がその土地を自由に利用してよいということが述べられています。この条件は、明

らかに他人との関係に関わります。他人による利用を排除できるのは、自分が利用する

場合に限られるというのです。実際、自分が利用するのでなければ、他人による利用を

排除する理由もあまりないでしょう。この点は、労働による私有財産正当化論の１つの

柱である自由の拡張という考えと関係しているように思われます。この考えによれば、

97 ただし、自然資源はもともと人類の共有なので、その意味では他人の共有権が侵害されたと
は言える。他人の個人的な取り分が減ったとは言えないのである。
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私有財産が正当化されるのは、労働によってそれが働いた人の人生設計に組み込まれる

からでした。人生設計に組み込まれるとは、その人の人生の中で利用されることを含意

しています。ですから、もし私有財産が利用されないならば、それはその人の人生設計

に組み込まれていない、むしろ浮いているわけです。もしそうであれば、私有財産正当

化の根拠が重要な仕方で掘り崩されることになるでしょう（Simmons 1992: 285）。

　以上をまとめれば、こうなります。「腐らせない」という要件は神に対する義務であ

り、「利用する」という要件は他人との関係において守らねばならない要件です。しか

し、もし「利用する」という要件と「腐らせない」という要件とが別々の相手に向けら

れているならば、他人と神とが別々の存在である以上、この２つの要件は両方とも満た

される必要があるのではないでしょうか──私にはそのように思われます。

　しかしながら、「市民政府論」を読む限り、ロックの公式の立場としては、「腐らせ

ない」という要件だけが私有財産の範囲条件として考えられているようです。46節

28～30行は、「利用する」という要件を真の選択肢としては許容していません。という

のは、私有財産を利用した場合、その私有財産は腐らなかったのであり、必然的に「腐

らせない」という要件を満たしているからです。したがって、真に意味のある要件は

「腐らせない」ということ１つだけなのです。そうすると、どういうことになるでしょ

うか。ロックの公式の立場としては、私有財産の範囲条件は、「腐らせない」という要

件だけが最低水準の要件として考えられています。つまり、腐らせさえしなければ、た

とえ利用しなくても、私有財産として認められるわけです。ただし、ロックの思考の中

には、もう１つ別の要件──「利用する」──も存在していて、この要件が満たされる

場合には、私有財産は強い意味で正当化されます。私有財産の正当性に関して疑いの余

地がないわけです。しかし、「利用する」という要件が満たされない場合には、私有財

産正当化の根拠が弱くなると考えられます。労働による私有財産正当化の中で自由の拡

張という側面が疑わしいものとなるからです。ですから、ロックにおいて、私有財産の

範囲条件は、このような２段階で考えられているのです98。

98 通常の解釈では、貨幣の導入以前と導入以後という歴史的な２段階として考えられている。
貨幣の導入以前には、腐らせないけれども利用もしないということが可能でなかったので、私
有財産は利用しなければならなかったが、貨幣の導入によって、腐らせないけれども利用もし
ないということが可能になった、というわけである（マクファーソン：229～238、
Macpherson: 201-211）。しかし、このような解釈は、「利用する」という要件に独自の意義
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　この最後の点を、私有財産の範囲条件の適用に即して考えてみましょう。ロックの公

式の立場は明快です。金銀などの財産を、腐らせない限りたとえ利用しなくても、いく

らでも溜め込んでかまわない、というものです。問題になるのは、もう１つの「利用す

る」という要件のほうです。それというのも、どのようなことが「利用する」ことなの

かが必ずしも明確ではないからです。ロックはそれを一応、「生活の便宜（advantage

of life）」のために利用することだと説明しています（31節８行）99。では、地主が農

地を小作人に貸し出した場合、その土地は生活の便宜のために利用されているのでしょ

うか。たしかに、小作人はその土地を自分の生活の便宜のために利用しています。しか

し、地主はその土地を利用しているようには思われません。むしろ、小作人に利用させ

るということにおいて、自分が利用することを放棄しているように思われます。

　ひょっとしたら、地主は、農地を小作人に貸すことが自分の人生設計の重要な一部だ

と主張するかもしれません。つまり、自分の私有財産を他人に貸して賃料を得ること

は、私有財産の正当な利用方法の１つであると主張するかもしれません。例えば、１年

間だけ海外に行く人がその間自分の住宅を他人に賃貸して１年後にそれを返してもらう

こと、あるいは自転車を作った人がその自転車を１時間いくら、１日いくらで他人に貸

すことは、特に不正なこととは思われません。そうすると、地主の場合も、農地を小作

人に貸すことは農地の正当な利用法なのでしょうか。もし正当でないとしたら、どこに

問題があるのでしょうか。もう１つ例を考えてみると、農場主が労働者を雇って自分の

農地で働かせることは、どうでしょうか。この場合には、農場主は、農業生産を小作人

に丸投げしているわけではなくて、いくらか農業経営という働きをしているように思わ

れます。つまり、農場主は自分の農地を自分の生活の便宜のために利用していて、それ

に協力者を募っているにすぎないと解することもできます。そうすると農場主は自分の

土地を利用していて、もしなにか不正な問題点があるとすれば、それは雇用契約にある

のでしょうか。地主についても同様で、地主は小作地を自分の家計の経営に利用してい

て、もしなにか不正な問題点があるとすれば、小作契約にあるのでしょうか。確かに、

小作契約や雇用契約には大きな問題点がありうるでしょう。というのは、地主と小作

99 他に conveniency of life（36節２行、37節41行、48節25行、51節６行）という表現も用
いられる。

を認めていない。
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人、農場主と労働者は非常に違った立場にいる、つまり交渉力が大きく異なっているだ

ろうからです──一方で、地主や農場主は契約を結ばなくてもなんら困らないでしょう

が、小作人や労働者は契約を結ばなければ、路頭に迷ったり飢え死にしたり、そうでな

ければ犯罪に走らなければならないでしょう。したがって、その契約は、小作人や労働

者にとって自由な契約とは言い難いからです。

　しかし、もし問題が小作契約や雇用契約にあるのであれば、小作人や労働者の立場を

強くして契約内容を公正なものに改善すれば、言い換えれば地代が十分に安く、また賃

金が十分に高ければ、問題は解決するはずです。それでも、小作人や労働者は、自分た

ちが働いているのであって、地主や農場主自身は土地を利用しているわけではないと感

じることがありうるでしょう。つまり、地主や農場主が土地を利用しているかどうかに

関して意見の一致が見られない、ということは、地主や農場主が土地を利用していると

いうことは客観的な事実としては確立されていないということです。その場合、土地を

利用しているという地主や農場主の主張は、根拠が疑わしいものになります。もちろ

ん、ロックの公式の立場では、地主や農場主は土地を自分で利用しなくてもよいわけで

す。しかし、自分で利用するのでなければ他人を排除するに値しないという考え──

「利用する」という要件──には、道徳的に健全な直観が含まれています。

　ではもう１つ、工芸品や美術品、貴金属の所有について考えてみましょう。例えば、

金の鯱を自宅に飾って喜んでいる場合、それは生活の便宜のために利用されているので

しょうか。ロックの考えでも、貴金属の所有は生活の便宜の域を越えているようです

（48節24～26行）。実際、生活の便宜ということで私たちは人間らしい快適な生活を念

頭に置くべきです──というのは、それが人間の自由のために必要な私有財産だったか

らです。とすれば、それは贅沢とは区別されるべきでしょう。したがって、工芸品や美

術品は、それが人間らしい快適な生活に必要な範囲内では、利用されている、したがっ

て不正ではないと言えます。しかし、人間らしい快適な生活に必要な範囲を越える限り

では、そのような工芸品や美術品はむしろ贅沢品であり、生活の便宜のために利用され

ているとは言えません。この場合も、所有者本人は、生活の便宜のために利用している

のだと言い張るかもしれません。しかし、その本人の主張は、根拠が疑わしいと言わざ

るをえません。
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　以上、主に２つの場合──地主の場合と、工芸品や美術品や貴金属を所有する場合と

──について、私有財産を利用していることになるのかどうかを見てきました。結論と

しては、どちらの場合も、利用していることにならないのではないか、ということで

す。そして、もし利用していることにならないのであれば、私有財産正当化の根拠が弱

くなります。ただし、私有財産正当化の根拠が弱くなるからといって、直ちに私有財産

が正当でなくなるわけではありません。というのは、土地の場合でも、工芸品や美術

品、貴金属の場合でも、「腐らせない」という意味では私有財産の範囲条件を満たして

いると考えられるからです。また、資源が豊富にある状況では、たとえものを腐らせた

としても、そのことによって他人の取り分が減るとは考えられないように、自分で利用

しないものを私有財産として占有したとしても、そのことによって他人の取り分が減る

とは考えられないからです。しかし、資源が希少な状況では、自ずから話が異なってく

るでしょう。そのような状況では、利用されていると認められない私有財産は、たとえ

「腐らせない」という意味で私有財産の範囲条件を満たしているとしても、そもそも私

有財産正当化の根拠が疑わしく、他人を排除するに値しないと考えられます。ですか

ら、他人による利用がより容易に認められるべきでしょう。
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結論

　以上第１章から第３章まで、以下のような問題について議論してきました。

第１章　（１）すべての物が人類の共有物であったとはいかなる意味であり、私的所有

権とは何を意味するのか。および（２）自己所有権は正当か。

第２章　なぜ労働が私有財産を成立させることになるのか。労働とは何か。

第３章　（１）私有財産成立の付帯条件は守られているのか。および（２）私有財産の

範囲条件は守られるのか。利用するとはいかなることか。

第１章ではまず、私有財産の成立以前にはすべての物が人類の共有物であったとロック

が言うとき、それは消極的共有（や無主の状態）ではなくて、積極的共有──つまりす

べての人がすべての物に対して財産権をもつ状態──を意味しているということを論じ

ました。また、ロックが私的所有権と言うとき、そこには専有権、使用権、管理権、収

益権、譲渡権、保証権、残基性が含まれていること、相続可能性と無期限性についても

一応ロックの公式の立場としては認められていると思われることを確認しました。自己

所有権に関しては、まず "Person" が人格ではなくて身体を意味することを論じまし

た。その上で「自己所有権」という表現が矛盾ではなく、自分にとって自分の身体がも

つ特異な性格に鑑みて自分の身体を自己と呼ぶこと、したがって自分の身体を所有する

権利を自己所有権と呼ぶことが不適切ではないことを主張しました。さらに第１章の補

論では、ロックの「市民政府論」の解釈の問題を離れても、私有財産成立以前の状態は

無主の状態というよりも積極的共有と考えるほうが合理的であるということを論じまし

た。

　第２章では、労働が私有財産を生み出す根拠として、一体化や功績や効用ではなく

て、価値の創造と自由の拡張とが認められることを論じました。つまり、労働した人が

創造する価値に対する所有権が自然の素材に対する人類の共有権を凌駕すること、およ

び私有財産が個人の自由の実現のために必要であるということを論じました。しかもこ

の両方の契機が、労働の言わば客観的側面と主観的側面として、私有財産の正当化のた

めに必要であることを主張しました。

　第３章では、まず私有財産成立の付帯条件に関して厳格な解釈と緩やかな解釈を区別
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し、再生可能な資源の場合には厳格な解釈によって、また有限な資源の場合には緩やか

な解釈によって私有財産成立の付帯条件を満たせばよいということを論じました。特に

後者の場合、これは、私有財産が生産性の向上を通して他人にも利用可能な資源を増や

さなければ（少なくとも減らしては）ならない、という意味になります。その結果、も

し仮に私有財産による生産性の向上の恩恵からこぼれ落ちる他人がいた場合、私有財産

を享受している人たちはその他人も恩恵に与れるように配慮する必要がある、と私は主

張しました。次いで私有財産の範囲条件に関しては、「利用する」という要件と「腐ら

せない」という要件のうち、ロックの公式の立場としては「腐らせない」という要件が

私有財産の範囲条件として考えられているということを確認しました。と同時に、ロッ

クの思考の中には「利用する」という別の要件も存在していて、利用される場合には私

有財産が強い意味で正当化されるが、利用されない場合には私有財産正当化の根拠が弱

くなるということを論じました。

　以上をふまえてロックの私有財産論をまとめれば、次のようになります。私有財産が

生まれる以前の状態は、積極的共有の状態でした。そこから私有財産を成立させるに

は、すべての人を説得できるだけの合理的な根拠が要ります。それが、労働した人が創

造する価値に対する所有権が自然の素材に対する人類の共有権を凌駕するということ

と、労働が加えられた物が労働した人の人生設計に組み込まれ、その人の自由の実現に

とって不可欠なものになるということでした。しかしながら、これだけではまだ十分で

はありません。私有財産論が十分な説得力を持ちうるために、ロックは２つの制約を課

しました。１つ目の私有財産成立の付帯条件は、要するに、私有財産が他人にも利用可

能な資源を減らしてはならないということでした。これは、私有財産を円満に成立させ

たいロックにとっては欠くことのできない条件でしょう。もう１つの私有財産の範囲条

件は、神に対する義務である「腐らせない」という要件と、他人に対する義務である

「利用する」という要件に分かれ、ロック自身の思考の中に２つの流れが並存していま

す。ロックの公式の立場としては、「腐らせない」という要件が私有財産の範囲条件と

して理解されますが、もう１つの「利用する」という要件も、ロックの私有財産論に

とって相当に重要なものと考えられます。それは、「利用する」ことが、私有財産の根

拠を構成する自由の拡張と関係してくると思われるからです。
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　このようなロックの私有財産論は、基本的に、私有財産を正当化し擁護する理論で

す。にもかかわらず、私有財産成立の付帯条件は、私有財産の恩恵から誰もこぼれ落ち

ないことを要求し、また私有財産の範囲条件は、不必要に大きな財産に対してその正当

性の根拠が弱いことを認めます。その意味で、ロックの私有財産論は、非常に抑制の利

いた私有財産正当化論であると言えるでしょう。
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